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はじめに 

 

1 医療救護活動指針策定の目的 

県内の広範囲で甚大な被害を与えると予測される東南海・南海地震や琵琶湖

西岸断層帯地震等が発災した場合、その揺れや地震に起因する土砂災害、火災、

浸水等により、一刻も早い救命措置を要する傷病者や避難を余儀なくされる被

災者が多数発生することが想定される。 

被災地域においては、医療機関や医療従事者においても被害が発生し、発災

直後は、医療現場においても大きな混乱が生じることも想定しておかなければ

ならない。 

また、災害発生からの日数が経過するとともに、被災地域では衛生状態や生

活環境が悪化し、健康状態の悪化に対する処置を要する患者が多数発生するこ

とも想定される。 

このような状況下にあっても、「最大多数の人たちに最良の医療を提供する」

という災害医療の考え方に沿って、県民の生命と健康を守ることを最優先とし、

災害時においても必要とされる医療を適切かつ効率的に提供する体制を構築し、

円滑な医療救護活動を実施することができるよう、その対応の基本となる方針

を「滋賀県広域災害時における医療救護活動指針」として策定する。 

なお、大規模な事故の発生など、局地的な災害の場合でも、この指針に基づ

き適切な医療救護活動を実施することとする。 

 

２ 関係機関の連携 

大規模災害発生時に県民の生命と健康を守るため、県は平時から医療機関、

国や市町、消防、警察、自衛隊等の関係機関や、医師会、歯科医師会、薬剤師

会、看護協会、病院協会、医薬品卸協会等の関係団体との連携に努めるととも

に、医療救護活動に必要な体制整備を図るものとする。 

また、災害発生時には、県災害医療本部および災害医療地方本部を設置し、

市町と連携、協力しながら広域的な医療救護活動を行うこととする。 
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第１章 滋賀県の災害医療体制 

 

1 災害対策本部の設置 

 本県は、県内で下記の大規模な災害が発生した場合に、知事を本部長とする

災害対策本部および地域防災監を本部長とする災害対策地方本部が設置される。 

 

【災害対策本部および災害対策地方本部の設置基準】 

(1)災害救助法の適用を必要とする災害が発生したとき 

(2)震度６弱以上の地震が発生したとき 

(3)気象業務法に基づく、暴風、大雨または洪水、その他の警報が発せられ、知

事が必要と認めたとき 

(4)大規模な地震、火事、爆発、水難事故等が発生し、知事が必要と認めたとき 

 

災害対策本部の体制 

 

注）1 課 1 班体制：県庁内各課がそのまま災害対策本部の班となる 
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災害対策地方本部の体制 

 

 各地方機関(土木事務所、県税事務所等)が災害対策地方本部の班となる 

 

２ 災害医療本部の設置 

(1) 災害医療本部の設置基準 

県内で大規模な災害が発生し、災害対策本部が設置された場合、災害対策本

部内に、健康医療福祉部長を本部長とする災害医療本部を設置する。 

また、これら本部のほか、救護の初動活動を行うために、県の医療衛生関係

技術職員からなる健康医療福祉部医療救護マニュアル班を設置する。 

 

(2) 災害医療本部の設置場所および組織の構成 

① 県災害医療本部(以下「県本部」という。) 

県本部は、災害医療コーディネーター、県職員、DMAT 隊員、医療関係団

体会員で組織し、滋賀県庁危機管理センター(センターが完成するまでは、本

館 2 階 県議会第三委員会室)に設置する。 
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災害医療本部の位置づけ 

 

 

② 県災害医療地方本部(以下「地方本部」という。) 

地方本部は、健康福祉事務所長を本部長として、災害医療コーディネーター、

健康福祉事務所（保健所）等の県職員、DMAT 隊員、医療関係団体会員で組織

し、各県土木事務所管内の単位で設置される県災害対策地方本部内に設置する。 

災害医療地方本部の位置づけ 
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(3) 業務内容 

【県本部】 

①県災害対策本部および地方本部との連絡調整 

②医療機関、医療関係団体等との医療救護活動に関する連絡調整 
③災害対策本部を通じた消防、警察、自衛隊等関係機関との連絡調整 
④県外の行政機関、医療機関との医療救護にかかる応援、受援に関する調整 
⑤医薬品、医療用ガス等の調達、搬送に関する調整 

⑥傷病者の搬送先、搬送手段およびルートの確保に関する調整 

⑦航空搬送拠点臨時医療施設（SCU）の設置運営に関する調整 

 

【地方本部】 

①災害対策地方本部および県本部との連絡調整 

②管内医療機関、医療関係団体等との医療救護活動に関する連絡調整 

③管内消防本部、警察署等関係機関との連絡調整 

④医薬品、医療用ガス等の調達、搬送に関する調整 

⑤傷病者の搬送先、搬送手段およびルートの確保に関する調整 

⑥医療救護班の派遣、受入れ調整等、管内での医療救護活動の支援、連携 

 

【健康福祉部医療・救護マニュアル班(以下「部マニュアル班」という。】 

①難病等在宅患者の安否確認および保健活動 
②人工透析患者に対する透析液の確保、受入れ病院の確保およびクラッシュシ

ンドローム患者への対応 
③毒物劇物の飛散流出の把握、必要な措置への対応、および危険動物の逸走の

有無、管理状況の把握、収容への対応 

 

３ 災害医療コーディネーター 

(1) 災害医療コーディネーターの設置 

大規模災害発生時において、必要な医療を円滑に提供する災害医療体制を構

築するため、医療機関をはじめ関係諸機関との連絡調整を担う災害医療コーデ

ィネーターを設置する。 
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災害医療コーディネーターは、県庁に設置する災害医療本部及び各災害対策

地方本部内に設置される災害医療地方本部に登庁し、県職員等と連携し、チー

ムで下記の業務を中心に調整を行う。 

また、平時においては，県に対して災害時の医療体制に関する必要なアドバ

イスや提言を行うものとする。 

 

(2) 災害医療コーディネーターの役割 

【県本部の災害医療コーディネーター】 

本部長の統括のもと、県全体の災害医療全般の調整、指揮を行う。 

①急性期における傷病者の受入医療機関の調整 

②医療救護班の派遣先となる地域の調整 

③災害時要援護者にかかる受け入れ、搬送先の調整 

④他都道府県との医療救護班の派遣要請、派遣申し出受け入れの調整 

⑤災害対策本部内オペレーションルームにおける他部署との連携調整 

 

【地方本部の災害医療コーディネーター】 

地方本部で、管内における医療の調整、指揮を行う。 

①地域における医療ニーズの把握、地域内の医療救護班の派遣先の調整 

②県本部との連絡調整 

③医療救護活動に必要な医薬品、資器材調達等の調整 

④災害対策地方本部内の他部署との連携調整 

 

４ 医療救護活動の指揮統括 

 災害医療本部は、災害対策本部内に設置されるものであり、災害対策本部各

部署との密接な連携に基づいて、医療救護活動にかかる指揮統括を行う。 

 県本部の災害医療コーディネーターは、県本部における医療救護活動にかか

る実務の責任者として、その職権において活動を調整、指揮し、県本部長は、

県本部全体を統括するものとする。 

 地方本部の災害医療コーディネーターは、県本部の災害医療コーディネータ

ーとの連携に基づいて、その所管する地域内の医療救護活動にかかる実務の責
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任者として、その職権において活動を指揮する。 

 

５ フェーズに応じた活動 

県本部、地方本部、ならびに医療機関が行う活動について、フェーズの概念

を用いて、それぞれに応じた医療救護活動を以下のとおり示す。 

それぞれの役割や行動等の詳細については、アクションカードを作成し、そ

れに基づき活動するものとする。 

 

時系列 災害医療本部 災害医療地方本部 医療機関 

フェーズ１ 災害医療本部設置 災害医療地方本部設置 
被災状況の報告

(システム入力) 

(発生～3時

間程度） 

システムモード切り

替え(通常→災害) 

災害医療コーディネー

ター登庁 

職員登院、診療

体制の維持 

  システム一斉通報     

【初動体制】 
災害医療コーディネ

ーター登庁 

地域における医療機

関・医薬品にかかる情報

収集 

病院内対策本部

の設置 

  
医療機関・医薬品にか

かる情報の収集 

地域内医療ニーズの情

報収集 

DMAT 派遣準

備、待機 

  
DMAT 派遣要請(他

府県含む) 
本部との連絡調整 

診療所による初

期活動 

  報告情報の整理    

  
地方本部との連絡調

整 
    

フェーズ 2 
SCU 設置検討、設置

要請 

各種情報収集の継続、本

部報告 

DMAT 派遣・受

入 

(～72 時間） 各種情報収集の継続 医療救護所の運営支援 DMAT 活動 

【DMAT 派遣】 DMAT 活動の調整 DMAT 活動との連携 
医療救護班の派

遣調整 
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  医療ニーズの集約 
医療救護活動支援要請

の集約 
  

  医療救護班派遣要請    

診療所医師によ

る医療救護活動 
  

他府県への支援要請

(患者受入要請含む) 
本部との連絡調整 

  医薬品の確保対策 医薬品の確保対策   

  
物資支援要請への対

応 
物資支援要請への対応   

フェーズ 3 
医療救護班等の派遣

調整 

地域内医療救護班の調

整(活動場所、受入調整） 
医療救護班派遣 

(4 日～2週

間） 

他府県からの医療救

護班の受入調整 

地域内医療救護活動の

把握 

診療所医師によ

る救護所等での

医療救護活動 

【医療救護

班派遣】 
各種情報の集約・共有 各種情報の集約・共有   

    本部との連絡調整   

フェーズ 4 
医療救護班の活動調

整 

地域内医療救護班の活

動調整 

診療所医師によ

る救護所等での

医療救護活動 

(2 週間～2カ

月程度） 
医療救護活動終了 

地域内医療救護活動終

了 

医療救護活動終

了 

【医療救護 

活動終了】 
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平成 24 年 3 月の計画策定時における案であり、各機関執務室の配置等は、

今後センターが竣工するまでに調整が行われる予定である。

 

<参考> 危機管理センターレイアウト 「滋賀県危機管理センター基本計画」より 
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第２章 情報収集と伝達 

 

1 災害発生時における情報収集と伝達 

(1) 通信手段の確保 

①通信の二重化 

災害時に円滑な医療救護活動を実施するため、固定電話、携帯電話をはじめ

として、複数の通信手段を確保することで二重化を図り、発災直後の混乱時に

おいても、必要な連絡が行える体制を整備する。 

 

②インターネットの活用 

県は、インターネットを活用し、災害時の医療機関の被災状況の入力や、救

急の応需情報等をリアルタイムで表示、共有することができる「滋賀県広域災

害・救急医療情報システム」（以下「救急医療ネットしが」という。）を運用し

ており、県内の災害拠点病院および救急告示病院の情報を共有できる体制を構

築している。 

東日本大震災の経験では、音声通話よりもデータ通信のほうが、比較的回線

を確保しやすく、早く情報が伝わったとされていることから、地上回線が確保

される場合には、インターネットやメール等を積極的に活用する。  

また、県内の全病院がシステムを導入し、災害時においても情報を共有でき

る体制の構築を推進する。 

 

③衛星携帯電話 

県、災害拠点病院、医療関係団体、救急告示病院等、災害医療に関係する医

療機関や医療関係団体においては、災害時の影響を受けにくい衛星携帯電話を

配備し、通常回線や携帯回線が不通になった場合に備えるものとする。 

  

④通信が途絶した場合 

通信手段が完全に途絶した場合は、直接現地に出向く等の方法により、情報

収集や伝達を実施し、被災地の状況や医療ニーズの把握に努める。 
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２ 広域災害救急医療情報システム（EMIS：Emergency Medical Information 

System） 

国が運営する「広域災害救急医療情報システム（以下「EMIS 」という。）」 

は、災害発生時における医療機関の被災状況や稼働状況をはじめ、DMAT  に
関する情報を集約し、各都道府県の状況に関する情報収集や共有が可能なシス

テムであり、他都道府県への DMAT 派遣要請は、原則として EMIS を通じて

行う。 

また、DMAT の参集拠点の設定や、各 DMAT チームの活動状況、また広域

医療搬送実施時の輸送計画や搬送患者情報等の情報もこのシステムで一元管理

しており、DMAT 活動をはじめとする災害急性期における医療救護活動に積

極的に活用する。 

この EMIS は、災害発生時には、医療機関の被災状況等を把握する必要があ

ることから、県本部長の指示の下、通常運用から災害モードへの切り替えを行

う。 

 

３ 的確な情報提供 

大規模災害時には施設の被災等により、医療機関の診療機能が大幅に低下す

ることなどが想定され、限られた医療資源を効率的かつ適正に活用する必要が

ある。 

このため、医療機関や救護所等県内の医療提供の状況を逐次把握し、県民に

対して医療機関の診療体制や患者受入状況について周知し、的確な情報提供を

行うことにより、災害医療体制の円滑な運営を図る。 
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第３章 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の活動 

 
１ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ） 

(1) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ： Disaster Medical Assistance Team） 

災害派遣医療チーム（以下「DMAT」という。）とは、災害発生の急性期に

活動できる機動性を持った、専門的な訓練を受けた医療チームのことをいう。 
DMAT は、災害時には、速やかに災害現場の医療情報を収集し、県本部に報

告するとともに、負傷者のトリアージおよび応急処置、搬送等を速やかに行う。 
DMAT は、原則として県の要請により派遣される。県外で災害が発生した場

合は、被災都道府県または厚生労働省からの派遣要請に基づき、県が派遣を要

請する。 
 
(2)  ＤＭＡＴ指定医療機関 

DMAT 指定医療機関は、DMAT 派遣に協力する意志を持ち、DMAT の派遣

について、県と協定を締結した医療機関であり、本県の場合は、災害拠点病院

が該当する。 
災害拠点病院は、DMAT 隊員の研修、訓練に努めるものとし、自施設の DMAT

登録者を把握し、広域災害・救急医療情報システム(EMIS)により、定期的に情

報を更新し、県に報告する。 
大規模災害が発生し、県からの派遣要請を受けた場合、災害拠点病院は病院

の業務として DMAT を派遣する。 
 
【滋賀県内のＤＭＡＴ指定医療機関(＝災害拠点病院)】 

大津赤十字病院  ＜基幹災害拠点病院＞ 
大津市民病院 
滋賀医科大学医学部附属病院 
済生会滋賀県病院 
草津総合病院 
公立甲賀病院 
近江八幡市立総合医療センター 
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彦根市立病院 
長浜赤十字病院 
高島市民病院 

 
(3)  ＤＭＡＴ活動の調整 

 DMAT の派遣や受け入れ等、DMAT 活動にかかる総合的な調整を行うための

本部機能を有する組織である「DMAT 調整本部」を県本部内に設置し、災害医

療コーディネーターのうち、DMAT 隊員資格を有する者が、DMAT にかかる

必要な連絡調整業務も執り行うものとする。 
 
(4) ＤＭＡＴの任務 

DMAT は主として、下記の任務に従事する。 
①被災地域内での医療情報の収集と伝達 
②被災地域内でのトリアージ、応急処置、搬送 
③被災地域内の医療機関、特に災害拠点病院の支援・強化 
④広域搬送拠点臨時医療施設(SCU：Staging Care Unit)における医療支援 
⑤広域医療搬送におけるヘリコプターや固定翼機への同乗 
⑥上記任務の遂行に係る支援、連絡、調整 

 

２ ＤＭＡＴの派遣 

(1) 派遣要請基準 

DMAT の派遣を要請する基準は、原則として災害救助法の適用が見込まれる

災害が発生した場合とし、具体的には下記のとおりとする。 
 

【県内の場合】 

① 死者および負傷者等が多数生じ、または生じると予測される場合  
② 災害現場における医療需要が供給をはるかに上回ると判断される場合 
③ 報道機関等からの情報やその他の情報により現地の医療救護活動が早期

に必要と判断される大規模災害である場合 
④ その他派遣が必要と県が判断した場合 
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【県外の場合】 

被災都道府県、または厚生労働省からの派遣要請があつた場合 
 
なお、県では、災害拠点病院と締結している「災害時における医療救護活動

に関する協定書」の運用基準について定め、DMAT 派遣に関する具体的な基準

等を災害拠点病院と共有し、円滑な DMAT 活動の実施体制を整えている。 
 

(2) ＤＭＡＴ出動の流れ 

① 県は、派遣要請基準に該当する災害が発生し、DMAT の派遣を必要と認め

た場合、災害拠点病院に DMAT 派遣の要請を行う。 
② 要請を受けた災害拠点病院の長は、DMAT 隊員に出動を指示し、災害現場

に DMAT を出動させ、出動に関する報告を県に行う。 
③ 県は、DMAT 活動の総合的な調整を行うために、災害医療本部内に DMAT
調整本部を設置する。また、被災現場での DMAT 活動の統制を行う活動拠

点本部を、被災地域内の適切な場所に設置する。 
④ DMAT が帰院した災害拠点病院の長は、県に対して DMAT の活動終了を報

告する。 
⑤ DMAT 活動に関する報告および連絡等は、原則として広域災害救急医療情

報システム（EMIS）を使用して行う。 
 
なお、例外的に、派遣要請基準に該当する災害が発生した場合で、通信の途

絶等により県と連絡が取れない場合、病院の判断で出動できることとするが、

派遣後は速やかに県へ報告し、承認を受けるものとする。 
 
(3) ＤＭＡＴの待機要請 

県は、自然災害又は人為災害で、被災地外からの医療支援が必要な可能性が

ある場合、DMAT の待機を要請する。待機についての要請手順は、派遣要請の

手順に準じて行う。 
震度 6 弱以上の地震発生など、DMAT の自動待機基準に該当する場合は、災
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害拠点病院は被災の状況や県からの要請の有無にかかわらず、DMAT 派遣のた

めの待機を行うものとする。 
 
(4) 県の体制 

県災害医療本部内に DMAT 調整本部が立ち上がるまでは、県が業務を代行

する。DMAT 調整本部が立ち上がり次第、統制業務を移行する。 
 
(5)  ＤＭＡＴ隊員養成および確保 
 県は、迅速かつ円滑な DMAT 活動が実施できるよう、DMAT 隊員の確保を

図るため、県内の医療従事者が隊員養成研修を受講する機会の確保に努めるも

のとし、災害拠点病院は、院内の隊員による複数チームが出動できる人員およ

び体制の確保に努めるものとする。 
 
(6) 災害拠点病院 

① 役割 

災害拠点病院は、「多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する

重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療機能を有し、被災地からのと

りあえずの重症傷病者の受入れ機能を有するとともに、DMAT 等の受入れ機能、

傷病者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能、DMAT の派遣機能、

地域の医療機関への応急用資器材の貸出し機能を有する（「災害時における医療

体制の充実強化について」平成 24 年 3 月 21 日付厚生労働省医政局通知）病院

で、各医療圏で DMAT を含む医療救護活動において中心的な役割を担う。 
また、国の通知に基づき、その役割を果たすのに必要な物資、医療機器等に

ついて、適切な備蓄を行うものとする。 
 

② 災害拠点病院の指定 

県は、国の基準により、要件を満たす病院を災害拠点病院として指定する。 
 

【基幹災害拠点病院】 

県における災害医療の中心的な役割を果たす基幹災害拠点病院を 1 箇所指定
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する。 
【地域災害拠点病院】 

地域における災害医療の中心的な役割を果たす地域災害拠点病院を、二次医

療圏ごとに１箇所以上指定する。 

 

③ＤＭＡＴ派遣時の院内の体制 

災害対策本部を設置し、原則として県からの要請に基づき、DMAT の派遣を

決定するとともに、派遣チームが活動するための後方支援業務や、必要に応じ

て DMAT 調整本部との連絡調整を行う。 
また、基幹災害拠点病院は、DMAT 調整本部との連携の下、災害拠点病院間

の連絡調整や、県外から参集する DMAT チームの参集拠点としての病院施設

の提供等、DMAT 活動が円滑に実施するための体制構築を支援するものとする。 
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第４章 医療救護班の活動 

 

１ 医療救護班の派遣要請 

県本部は、被災状況を把握したうえで、地方本部、市町および医療機関等か

らの支援要請に応じて医療救護班の派遣を検討し、必要と認める場合に、県と

「災害時の医療救護活動に関する協定」を締結している医療関係団体（以下「協

定締結団体」という。）に対して医療救護班を編成し、派遣するよう要請を行う。 
 

【協定締結団体】 

一般社団法人 滋賀県医師会 
一般社団法人 滋賀県歯科医師会 
一般社団法人 滋賀県薬剤師会 
公益社団法人 滋賀県看護協会 
一般社団法人 滋賀県病院協会 

 
派遣要請を受けた協定締結団体は、必要に応じて他の団体等とも連携を図り

ながら、医療救護班を編成し、県本部から指定された活動場所に派遣できるよ

う待機させる。医療救護班は、医師、看護師、薬剤師等多職種で構成する必要

があるため、協定締結団体は、たとえば看護協会の災害支援ナースなど、災害

医療や看護等の知識や経験を有するそれぞれの会員を中心に、速やかな班編成

が行えるよう、平時から要員の確保に努める。 
協定締結団体は、医療救護班の待機完了後、県本部へその旨を報告する。 
県本部は、協定締結団体からの待機完了の報告を受け、医療救護班の派遣場

所および活動内容について指示する。医療救護班が派遣場所に到着した後の指

示、調整については、地方本部で行うものとする。 
また、協定締結団体により編成される医療救護班に加え、下記のような組織

から派遣される医療チームが考えられる。県は、これらの組織より派遣される

医療チームによる支援についても、状況に応じて要請や受入れを検討するもの

とする。 
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【医療チームの例】 

日本赤十字社救護班 

日本医師会医療チーム（JMAT：Japan Medical Association Team） 

県外から派遣される医療チーム 
 
県本部は、被災状況、その他の情勢に応じ、県内外を問わず、協定締結団体

以外に対しても、医療救護班の派遣を要請できるものとする。 
また、市町または地方本部は、管内の被害が甚大であり、医療救護班の派遣

が必要な状況と判断されるが、通信途絶等の理由で県本部へ派遣要請ができな

い場合などは、独自の判断で医療救護班の派遣要請を行うことができるものと

する。 
 
２ 医療救護班の活動内容 

(1) 医療救護班の調整 

医療救護班の派遣等にかかる調整については、原則として県外との調整およ

び県内の医療圏をまたがる調整が必要なことについては県本部で、その他の調

整については地方本部で行う。 
 
(2) 医療救護班の活動場所 

救護活動は、原則として、市町本部が設置する医療救護所において行うが、

災害現場等において救命処置が必要な場合には、医療救護班員等の安全に十分

留意の上、災害現場に設置された現地救護所や医療機関等においても活動する

ものとする。 
 

(3) 医療救護班等の活動内容 

医療救護班等の活動内容は、次のとおりとする。 
 

【医療救護班】 

① 医療救護所および避難所への巡回診療 
災害現場における現場救護所等での活動の場合、 
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② 傷病者に対する応急処置(歯科医療を含む。) 
③ 後方医療施設への転送の要否、および転送順位の決定 
④ 死亡確認と、それに応じた遺体の検案の協力 
⑤ 救護所等における傷病者等に対する調剤、服薬指導 
⑥ 救護所および医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け、管理 

以上のほか、状況に応じて助産や公衆衛生活動等、必要とされる医療救護活動

に協力する。 
 
【歯科医療救護班】 

① 医療救護所および避難所における歯科治療・衛生指導 
② 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置 
③ 検死・検案に際して法歯学上の協力 

 
(4) 医療救護班の指揮 

被災地内の医療救護所に派遣された医療救護班は、医療救護所を設置してい

る市町本部または地方本部の指示を受け、災害拠点病院等に派遣された場合は、

その医療機関の責任者の指示を受け、医療救護活動にあたる。 
 
４ 医療救護所 

(1) 医療救護所の設置 

被災地内の市町本部は、被災直後の時期に、速やかに避難所等に医療救護所

を設置するとともに、設置状況を地方本部に報告する。 
 

(2) 医療救護所開設の広報 

市町本部は、医療救護所の開設状況を地方本部に報告するとともに、防災行

政無線による放送や報道機関等へ周知するなど、住民に対する広報活動を行う。 
医療救護班が、医療救護所等で診療を開始する場合は、放送、口頭、市町広

報紙などにより、住民に周知する。 
地方本部は、被災状況や医療救護所の開設状況などを勘案し、医療救護活動

が効果的に行われるよう、市町本部と連携して活動時間や派遣先などを定める。 
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(3) 医療救護所での活動 

医療救護所での診療では、症状が多岐にわたるため、潜在的に存在する患者

の発見に努めるものとする。また、専門的医療が必要な場合には、市町本部お

よび地方本部などと連携を図りながら、医療機関への搬送を行う。 
医療救護活動にあたっては、避難者の健康管理やメンタルケアにも十分留意

し、特に、災害弱者である、①在宅難病患者、②高齢者、③心身障害者、④外

国人などに対しては、積極的に対応するものとする。そのため、保健師等、保

健・福祉関係者と十分な連携を取り、その対応を図る必要がある。 
医療救護所での診療では、症状、診断結果、医薬品等の処置内容を記録する

ためのカルテを用意し、作成するほか、活動状況については、随時派遣を指示

した市町本部又は地方本部へ報告する。 
派遣期間を終了した場合は、次期医療救護班へ必要事項を引き継ぐ。 

 
(4) 医療救護所の撤収 

被災地の医療機能が回復するのに伴い、関係機関との連携の下に、医療救護

所を段階的に縮小し、本来の地域医療体制で対応できるよう、地元の医療機関

への引き継ぎ、誘導を図る。 
医療救護所の撤収については、地方本部や地域の関係機関と協議のうえ、市

町本部において決定する。 
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第５章 医療機関の活動 

 

１の活動については、診療所においても役割を担うこととなるが、２～７の

活動については、主に病院（有床診療所を含む）が役割を担うものである。 
 

１ 医療機関の被災状況確認 

(1) 病院（有床診療所を含む） 

①入院患者等の安全確認 
入院患者の安全確認を行い、建物の倒壊や火災発生等により、入院患者等を

避難させる場合は、あらかじめ定めている避難計画に基づき、安全な場所に避

難させる。 
診療時間中の場合は、被害状況を勘案し、原則として、緊急を要する患者や

負傷者等を除き、休診措置を取り、緊急に来院する傷病者に対する診療体制を

確保するとともに、人工透析、心疾患患者など専門医療機関へ搬送を要する場

合は、市町本部や地方本部へ要請する。 
 
②院内の体制確保 

職員(医師、看護師、事務職員等)の受傷等被災状況を確認し、勤務可能な人

員を職種別に把握するとともに、勤務時間外の職員には、緊急連絡網などによ

り連絡し、速やかに登院するよう指示する。 
 
③建物・施設等の点検 

建物および設備などの被害状況を把握し、安全確認および使用可能状況の確

認を行ったうえで、被災して使用できない場合は、すみやかな復旧に努める。 
 
(2) 診療所 

診療所の管理者は、建物および設備などの被害状況を把握し、安全確認およ

び使用可能状況の確認を行う。建物および設備の使用に問題がなく、かつ医薬

品やライフライン等の供給にも支障がないことが確認できた場合は、通常の診

療活動を継続することとするが、診療することができない状態であれば、近隣
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の病院でのトリアージ支援や医師会の派遣する医療救護班への参画等、医療救

護活動に可能な限り協力するものとする。 

  

２ 地域の被害情報の収集・伝達 

(1) 周辺地域の被害状況の把握 
周辺地区の被害情報等を収集するとともに、近隣医療機関の被災状況につい

ても把握するとともに、周辺道路等の被災状況も併せて把握し、緊急車両が通

行可能かどうか確認を行う。 
 
(2) 診療可能状況等の把握 

建物、施設整備などの使用可能状況、空きベッド数および医療従事者の状況

等を勘案し、診療可能体制について確認したうえで、診療可能な場合には、受

入れ可能な入院患者数、診療科目などを、市町本部や地方本部に報告する。 
なお、自院のみで対応できない場合は、必要とする医療救護班数、診療科別

の医療スタッフの要請人数、派遣期間等を市町本部や地方本部へ報告する。 
 
(3) 地方本部への報告・要請等 

診療可能状況や被害状況等についての報告、必要に応じて人的、物的、転院

や搬送などの応援要請は、地方本部と行い、電話、FAX や防災行政無線等が不

通又は幅そうしている場合は、市町、域内の災害拠点病院を通じて伝達するな

ど、地方本部との連絡・報告が途絶することがないように努める。 
 
(4) 広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）ヘの情報入力 

災害拠点病院および救急告示医療機関においては、災害発生後、広域災害救

急医療情報システムにアクセスし、自院の情報について入力する。 
また、入力した情報は、状況に応じて変更があれば随時更新を行う。 

 
３ 院内災害対策本部の設置 

(1) 院内災害対策本部の設置 

院内に院長を指揮命令権者とする災害対策本部を設置する。 
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院長不在時の職務代行者や本部における役割分担等についても、あらかじめ

定め、本部設置場所には、本部運営に必要な物品や、関係書類などを用意して

おくものとする。 
 

(2) 職員の参集 

被害状況に応じ、職員(医師・看護師・事務職員等)の登院連絡を開始する。 
また、施設設備、警備、給食など、病院以外の外部に委託している業務に従

事している関連業者職員の登院を、可能な限り呼びかける。 
 
４ 院内での医療救護活動 

(1) 入院患者等に対する応急措置 

入院患者の状況を把握し、病室を巡回して平常時の状態に戻すように努める。

また、負傷者等が発生した場合は、必要な応急措置等を実施する。 
 
(2) 傷病者に対するトリアージの実施 

医療機関に搬送され傷病者、あるいは自力で来院する患者は、軽症者も重症

者も混合している可能性が高いことから、病院入口付近等あらかじめ定めてお

いた場所でトリアージを行う。 
 
(3) 手術等の取扱い 

医師の判断により、緊急を要しない予定手術や検査は、延期し、外来診療に

ついても、治療上緊急を要しない場合の受診自粛を呼びかけるなど、混乱防止

に留意する。 
 
(4) 医療救護活動の実施 

診療科目別に応急診療を行うとともに、検査、手術等を行うために専門医療

機関への搬送を要する場合には、消防本部に搬送を要請する。消防本部による

搬送が困難な場合には、地方本部に他の搬送手段について要請を行う。 
また、周辺の被害状況や院内の状況等を勘案のうえ、医療救護班を被災現場

や他の医療機関等に派遣するなどの対応も考慮する。その場合は、関係機関等
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と調整のうえ、出動させる。 
 

(5) 応援医療救護班等の受入れ 

自院の医療スタッフのみでは、来院する多数の傷病者への対応に支障をきた

すと判断した場合には、地方本部に対し、応援医療救護班の派遣を要請する。 
 
(6) 医薬品・ライフライン 

診療機能を維持するために必要な医薬品、医療資器材、電気、水、燃料、食

糧等については、あらかじめ備蓄したものを活用しながら、当面対応する。 
それらが不足する場合は、地方本部に対して搬送、支援要請を行う。 

 
(7) 広報 

医療救護活動に支障をきたさないよう、傷病者の家族や報道機関からの問い

合わせに応じる広報窓口を設置し、報道機関の取材に対しては、広報窓口担当

者が必ず立ち会い、傷病者のプライバシーの保護、医療救護活動への阻害防止

を図る。 
 

５ 被災地域外の医療機関での傷病者の受入れ 

(1) 傷病者受入れ可能数の把握および報告 
空きベッド数や、在院している医療スタッフの対応能力などを確認し、受入

れ可能な人数を診療科目ごとに把握し、県本部や地方本部および市町本部等へ

報告する。 
 

(2) 広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）ヘの情報入力 

災害拠点病院および救急告示医療機関においては、災害発生後、広域災害救

急医療情報システムにアクセスし、自院の情報について入力する。 
また、入力した情報は、状況に応じて変更があれば随時更新を行う。 

 
(3) 傷病者の治療 

県本部等から受入れ要請のあった患者を受け入れ、必要な治療を行う。 
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なお、多数の傷病者が搬送される場合は、改めてトリアージを行い、治療の

緊急度等に応じて迅速かつ適切な診療に努める。 
 

６ 医療救護班の派遣 

(1) 医療救護班の派遣準備 

被災地域へ医療救護班の派遣が可能かどうか、自院の状況を判断し、可能な

場合は、医療救護班の派遣に必要な人員の確保、医薬品、医療資器材等の準備

をするとともに、搬送手段を確保する。 
 
(2) 県・市町および協定締結団体への連絡・報告 

医療救護班の可否について、県、市町および所属する協定締結団体に報告を

行う。 
 

(3) 医療救護班派遣要請の応諾および派遣 

県本部、市町本部、協定締結団体等から医療救護班の派遣要請を受けた場合

は、すみやかに派遣する。医療救護班は、自己完結型の医療救護活動を行うこ

とを基本として、そのために必要な資機材等の装備、医薬品、食料、飲料水等

を携行し出動する。 
また、派遣期間が長期になる場合も想定し、交代要員の準備、医薬品の補給

等を併せて考慮しておく。 
 

７ 平常時からの準備 

(1) 災害対策委員会の設置等 

院内に災害対策委員会を設置するなどして、災害時の医療救護体制の整備、

医薬品や医療資機材等の備蓄、施設設備等の点検、防災訓練等について検討す

るとともに、それぞれの実態に即した災害時活動マニュアルを作成し、部門の

役割と責任者及びその代理者を定め、災害時に混乱することのないよう備える。 
 
(2) 緊急時の体制整備 

災害発生時の職員参集のために必要となる緊急連絡網を整備する。 
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職員のほか、県、市町本部、消防など関係機関、および医療機能を維持する

ために必要な電気、水、燃料、食糧などの調達先の連絡先も含めて記載する。 
また、一定規模以上の災害が発生した場合に、職員があらかじめ定められた

場所に自主的に参集するよう定めるとともに、必要な連絡手段を整備しておく。 
 

(3) 医薬品・医療資器材等の備蓄、ライフラインの確保 

災害発生時に必要な医薬品・医療資器材等については、備蓄を行い、災害発

生時の医薬品、医療用資器材等の調達や電気・水・ガス等のライフラインの供

給について、取引先や供給事業者等との間で、あらかじめ必要な協定を締結す

るなど、緊急時の対策を講じておく。 
 

(4) 施設・設備等の点検 

平常時から、医療機能の維持に欠かせない電気、水等の施設・設備等の点検

を、定期的に実施し、点検の結果、必要とする改善工事等については、可能な

限り早期に改修し、非常時に備えておく。 
 

(5) 防災訓練の実施 

大規模災害発生時に、円滑な医療救護活動を展開できるよう、計画的に防災

訓練を実施する。 
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第６章 緊急搬送 

 

１ 患者搬送 

(1)救急車両による搬送 

① 病院（有床診療所を含む） 

被災した病院は、院内の被災状況を速やかに確認し、入院患者等の状態を把

握するとともに、自院での治療や入院の継続等、医療の提供が困難であると判

断した場合は、近隣の病院をはじめ、患者受け入れ可能な病院への患者搬送を

行うこととし、自院の救急車両を使用するほか、地方本部に対して患者搬送を

要請する。 
被災を免れた病院は、患者の受入れ体制を整えるとともに、収容可能人数等

について市町本部および地方本部に報告する。 
救急告示病院は、ＥＭＩＳの要請情報入力を行う。 
救命救急センターまたは近隣の二次救急医療体制をとっている病院は、特に

患者が集中して搬送されるため、トリアージを実施して効率的な処置を行う。 
なお、収容患者に被災地外への転院搬送の必要が生じ、病院自ら搬送できな

い場合は、地方本部に転院搬送を要請する。 
 
②災害医療本部 

【地方本部】 

管内病院の収容可能人数や転院搬送必要人数などの正確な情報を把握し、県

本部に報告する。また、消防本部、病院等から救急車両の要請があった場合は、

県本部に要請する。 
県本部から救急車両による搬送の応諾があったときは、要請元病院へ連絡す

る。 
 
【県本部】 

搬送を円滑に行うため、県外および県内の病院から得た収容可能人数等の情

報を、地方本部、消防本部へＥＭＩＳ等を利用して情報収集、提供する。 
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地方本部から救急車両による搬送要請があった場合、受入れ先病院を確保し、

県災害対策本部を通じて、緊急消防援助隊消防応援活動調整本部および自衛隊

と救急車両による搬送について調整を行う。 
関係機関との調整後、救急車両による搬送準備が整い次第、地方本部に受諾

の連絡を行う。 
 
③緊急消防援助隊消防応援活動調整本部 

救急車両による患者搬送要請があった場合、関係消防本部と調整して患者搬

送等に協力する。 
 
④消防本部 

滋賀県広域災害・教急医療情報システムから各病院等の受入れ情報を収集す

るほか、地方本部と連携して情報収集を行う。 
通信の途絶等がおこる災害発生直後は、被災地外の二次救急医療体制をとっ

ている医療機関等に傷病者を分散して搬送するように努める。 
被災地内の消防本部は、応援要請する必要がある場合、滋賀県広域消防相互

応援基本計画または緊急消防援助隊運用要綱の定めにより行う。 
応援要請を受けた消防本部は、救急車等を派遣し負傷者等の搬送に協力する。 

 
 (2)ヘリコプター等による搬送 

被災者の傷病者搬送にあたり、陸上交通が途絶し、緊急車両による搬送が不

可能なとき、あるいは、医療救護班等の搬送が不可能な場合などには、ヘリコ

プター等による搬送を行う。 
ヘリコプター等を利用した医療搬送を実施する場合、その範囲が全国的な規

模となる場合は、厚生労働省がその計画および実施に関して調整を行うことに

なるため、国と連携を図りながら搬送を行う。 
なお、地域内の航空搬送の実施については、県本部が判断する。 
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① 病院 

傷病者を搬送するための手段がヘリコプター以外にないと判断した場合は、

地方本部に搬送要請を行う。 
ヘリコプターには、患者の安全のため、医師等医療従事者が同乗する。 
ヘリコプターによる医療救護班の派遣を要請する病院等は、県本部へ滋賀県

広域災害・救急医療情報システム、電話、FAX 等により派遣要請を行う。 
 
②災害医療本部 

【地方本部】 

医療機関からヘリコプターによる傷病者、医療救護班等の搬送要請があった

場合、ただちに県本部に報告する。 
県本部からヘリコプター搬送の応諾があつたときは、患者搬送要請元医療機

関や医療救護班等の派遣元病院に調整内容（要請側の緊急離着陸場の確保やヘ

リコプターの誘導、患者の緊急車両による搬送等)について連絡する。 
 

【県本部】 

地方本部からヘリコプターによる傷病者や医療救護班等の搬送要請があった

場合、患者搬送の場合は受入れ先病院の確保、医療救護班等の派遣の場合は、

派遣可能な病院に出動を要請し、県災害対策本部を通じて、緊急消防援助隊消

防応援活動調整本部および自衛隊等とヘリコプター搬送について調整を行う。 
 
航空搬送拠点臨時医療施設 （SCU： Staging Care Unit） 

多数のヘリコプターや大型ヘリコプターを使用する場合、病院のヘリポート

だけではその離発着に支障をきたすことから、県は、航空医療搬送の拠点とな

る場所をあらかじめ定めるとともに、そこで搬送する傷病者の安定化を図るた

めの施設や資器材を備えた、航空搬送拠点臨時医療施設（SCU）を設置する。 
SCU 設置場所 
県南部  滋賀医科大学  (大津市) 
県東北部 滋賀県立大学 (彦根市) 
県西部  高島市民病院 (高島市) 
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ヘリコプター搬送の調整が完了次第、調整内容(要請側の緊急離着陸場の確保

やヘリコプターの誘導、患者の緊急車両による搬送等)について地方本部を通じ、

要請元あるいは派遣元病院へ連絡する。 
 

③緊急消防援助隊消防応援活動調整本部 

ヘリコプター出動要請を受けた場合、ヘリコプター搬送の調整を行うととも

に、関係消防本部、市町本部と調整してヘリコプター緊急離着陸場の確保、緊

急車両の手配を行い、ヘリコプターの出動を指示する。 
 
④ 消防本部 

緊急消防援助隊消防応援活動調整本部からヘリコプター搬送の連絡があった

場合には、その指示に従い離発着陸場の確保、安全管理員の配置、病院から離

発着陸場までの救急搬送を行う。 
医療機関から直接ヘリコプターによる患者、医療救護班等の搬送要請があっ

た場合、県本部へその旨連絡する。 
 
⑤ 自衛隊 

県本部は、患者搬送等に自衛隊の支援が必要と認めた場合、県災害対策本部

を通じて、自衛隊の派遣要請、調整を行う。 
自衛隊の派遣を要望する病院が県本部と連絡が取れない場合、その病院の所

在する市町長を通じて自衛隊の派遣の要望を通知する。要望を受けた市町長は、

県本部に通知する。 
上記の通知を受けた自衛隊は、県災害対策本部との調整に基づき、部隊の派

遣準備を行う。 
自衛隊は、自衛隊ヘリコプターによる搬送を実施する場合、必要に応じ安全

管理員の配置、病院から離発着陸場までの救急搬送を行う。 
 
(3) 船舶による搬送 

陸上交通が途絶し、緊急車両による搬送が不可能であり、多数の患者や医療

救護班の搬送が必要となったときなどは、ヘリコプターの活用と併せて、船舶
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による湖上搬送も検討する。 
 
① 病院 

陸上交通が途絶し、緊急車両による搬送が不可能であり、多数の患者の搬送

が必要となった場合、また医療救護班の派遣を行う場合にあって、緊急車両で

の出動が不可能な場合、地方本部に船舶での搬送要請を行う。 
船舶には、患者の安全のため、医師等医療従事者が同乗する。 

 
②災害医療本部 

【地方本部】 

医療機関から船舶搬送の要請があった場合、ただちに県本部に報告する。 
県本部から船舶搬送の応諾があったときは、患者搬送要請元病院または、医

療救護班等派遣元病院へ調整内容について連絡する。 
 
【県本部】 

地方本部から船舶による傷病者搬送要請があった場合、患者受入れ先病院を

確保、医療救護班等の派遣の場合は派遣可能な病院に出動を要請し、県災害対

策本部を通じて、民間船舶会社と船舶搬送について調整を行う。また、患者搬

送について緊急消防援助隊消防応援活動調整本部と調整を行う。 
船舶搬送の調整が完了次第、調整内容について地方本部を通じ病院に連絡す

る。 
 
③緊急消防援助隊消防応援活動調整本部 

港までの患者搬送要請があった場合、関係消防本部と調整し、港までの患者

搬送に協力する。 
医療救護班等の派遣の場合は、関係消防本部と調整して、港と病院の間にお

ける医療救護班等の搬送に協力する。 
 
２ 医療救護班の緊急搬送 

医療救護班は、原則として派遣元の団体、機関の責任において、搬送を行う。 
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ただし、交通状態が悪く、派遣に相当の時間を要する場合などは、必要に応じ

て消防本部の緊急車両、ヘリコプター、その他の搬送手段について、地方本部

または県本部に搬送要請を行う。 
 
①災害医療本部 

【地方本部】 

医療救護班の緊急搬送要請があった場合は、県本部に要請する。 
 
【県本部】 

医療救護班の緊急搬送要請があった場合は、派遣可能な病院に出動要請し、

県本部および県災害対策本部と緊急車両等による搬送について調整する。 
 
②民間協力会社等 

県本部または地方本部から医療救護班の緊急搬送要請を受けた民間協力会社、

緊急消防援助隊消防応援活動調整本部、警察および自衛隊等は、医療救護班の

搬送に可能な限り協力する。 
 
③市町本部 

市町本部は、医療救護班が自前の車両等がなく、かつ被災地内で機動的に活動

する必要がある場合は、緊急車両等手配で協力する。 
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第７章 医薬品等の供給体制 

 
県は、災害時の医薬品等の供給を迅速、適切かつ効率的に行うため、市町、

県医薬品卸協会、県薬剤師会、滋賀県赤十字血液センターなど、関係機関との

連携のもとに医薬品等の供給に努めるものとする。 
 また、災害時における医薬品等の安定供給については、関係機関・団体が平

時よりネットワークを構築し、密接な連携を図りながら行うことが必要であり、

県は、大規模災害発生時に円滑な供給体制が構築できるよう、「緊急用医薬品等

供給マニュアル」を策定し、その手順について定めておく。 
 

【緊急用医薬品等供給マニュアルの構成】 

 ◇平時の対策 
 ◇災害時の役割分担 
 （緊急用医薬品等の要請・供給フロー） 
 ◇災害時の医薬品等搬送 
 ◇医薬品等の確保・供給 
 ◇医薬品等の供給関係機関・団体 
 ◇被災のシナリオ 
 ◇活動手順 
 ◇滋賀県との協定等 
 （資料）関係機関リスト(緊急連絡網)、緊急用医薬品在庫調査 
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第８章 他都道府県との応援・受援活動 

 

１ 他都道府県からのＤＭＡＴ・医療救護班の受入れ 

 県本部は、県内の被害状況およびそれに伴う医療機関の被災状況等の情報を

収集、分析し、県内の医療資源のみでは適正な医療の提供が確保できないと判

断した場合は、県外からのＤＭＡＴやＪＭＡＴをはじめとする医療救護班等の

受入れについて検討し、必要に応じて関係機関等への派遣要請を行う。 
 
(1) ＤＭＡＴの派遣要請 

 県本部は、大規模災害発生後、広域災害救急情報システム(EMIS)を災害モー

ドに切り替えるとともに、システムにより DMAT の派遣要請を行う。また、

県本部内に DMAT 調整本部を設置し、厚生労働省 DMAT 事務局とも連携し、

県外からの DMAT 受け入れ態勢の構築について必要な調整を行う。 
 
(2) 医療救護班の派遣要請 

 県本部は、被災後の切れ目のない医療提供体制を確立するために、県外から

の医療救護班の受入れ等の支援が必要と判断した場合は、県災害対策本部を通

じて、関西広域連合や各都道府県等、関係機関へ医療救護班の派遣を要請する。 
 また、日本医師会医療チーム（ＪＭＡＴ）については、県が県医師会に対し、

派遣の要請を行い、県医師会が日本医師会および他都道府県医師会と派遣にか

かる調整を実施する。 
  
(3) ヘリコプターの派遣要請およびＳＣＵの設置 

 県本部は、県内の医療機関だけでは、重篤な傷病者の受入れおよび治療が困

難な状況であると判断した場合は、県外の医療機関への患者搬送を行うことと

する。 
 ヘリコプターにより県外へ患者搬送を行う場合は、県の防災ヘリのほか、ド

クターヘリ、自衛隊ヘリ、その他機関所有のヘリコプターを活用するため、県

災害対策本部を通じて、ヘリコプター所有機関に対して、協力を要請する。 
 また、効率的な搬送を行うため、航空搬送拠点臨時医療施設（SCU：Staging 
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Care Unit）を設置し、この SCU にヘリコプターの参集を要請する。 
県外へ搬送が必要な患者は SCU へ搬送し、安定化を図ったうえで、ヘリコ

プターにより県外の医療機関へ搬送を行う。 
 

(4) その他支援の受入れ 

 県本部は、医療関係者や国際援助団体等からのボランティアの申出等があっ

た場合は、その都度その必要性および受け入れ態勢について検討し、必要と認

められる場合は、できるだけ円滑な受入れに努めるよう、関係機関・団体との

調整を行う。 
 

(5) 受入れ医療チームの統制 

 県外から参集する医療チームについては、原則として県本部が参集拠点を指

定し、参集後に所定の手続きによるチームの登録および管理を行うものとする。

医療救護活動に関する活動場所および従事する内容については、県本部および

地方本部が状況に応じて調整を行い、災害医療コーディネーターの指揮の下に

決定する。 

 

２ 県外へのＤＭＡＴ・医療救護班の派遣 

(1)  ＤＭＡＴ本部・ＳＣＵの設置 

県外での大規模災害発生時に、他都道府県または厚生労働省から本県に対し

て、DMAT の派遣が要請された場合、県は DMAT 調整本部を設置する。 
また、県内に DMAT の参集拠点や SCU が設置される場合は、その場所に

DMAT 域外拠点本部を設置するとともに、DMAT の参集や医療搬送患者の受

入れが円滑に実施できるよう、医療機関や関係機関と連携を図りながら、受入

れ体制を構築する。  
 各本部は、情報収集や共有、他機関との連絡および調整を通じて連携を図り、

DMAT 活動が円滑に実施できるよう協力する。 
 
 
 



- 36 - 
 

(2)  ＤＭＡＴの派遣要請 

本県への派遣要請に基づき、DMAT の派遣を決定した場合，県は協定に基づ

き，災害拠点病院に対して DMAT の派遣を要請する。 
要請を受けた災害拠点病院は、DMAT 派遣の可否を判断し、決定する。派遣

する場合は、DMAT チームは参集拠点、県 DMAT 調整本部、DMAT 域外拠点

本部等の指定された場所へ参集する。 
 
(3) 医療救護班等の派遣要請 

被災都道府県から医療救護班等の派遣要請があった場合、県本部は、協定を

締結している各医療関係団体や医療機関等に対し、要請内容を連絡する。 
派遣要請を受けた団体および医療機関は、派遣の可否を判断し、県本部へ報

告する。 
県本部は、派遣可能との回答があった場合には，派遣期間や派遣先等の調整

を行い、派遣計画を作成した後、各派遣元機関へ医療救護班の派遣を要請する。 
 
(4) 医療機関・関係団体との情報共有 

県本部は、DMAT を派遣する災害拠点病院をはじめとする医療機関や、協定

締結団体等の医療団体と、DMAT・医療救護班等の派遣状況に関する情報を集

約し、共有する。 
 
３ 航空搬送による傷病者の受入れ 

県外から本県へ患者搬送が行われる場合、県本部は DMAT との協力、連携

を図り、指定された場所に DMAT 域外拠点本部及び SCU を設置する。また、

県内の地域間で同様に患者の航空搬送が実施される場合にあっても、同様とす

る。 
域外拠点本部は、被災地の SCU 本部および県内の災害拠点病院等と連携を

図り、被災地から搬送されてくる傷病者の受入医療機関の調整を行う。 
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第９章 遺体の処理 

 

大規模災害時には多数の死亡者が同時期に発生することが想定され、円滑な

医療救護活動を進めるためには、遺体の適切な取り扱いが必要なことから、医

療機関以外に設置された医療救護所に関わる遺体の取り扱いについて定めるこ

ととする。 
医療機関に搬送された傷病者の死亡後の取り扱いについては、その医療機関

での手順によるものとする。 
 
(1) 遺体の安置 

遺体は、各医療救護所内の設置者が定める位置に仮安置する。 
 
(2) 遺体の搬送 

医療救護所の管理者は、遺体の存在を警察に連絡し、市町本部にその収容を

要請し、当該本部が関係機関・団体等の協力を得て、市町の定める遺体安置所

まで搬送を行う。医療救護所が搬送手段を有する場合は、遺体の搬送に可能な

限り協力する。 
 

(3) 遺体の検案 

遺体の検案及び身元確認は医師会、歯科医師会等の協力を得て、警察が行う

が、医療救護所では行わないこととする。 
 
(4) 情報の提供 

医療救護所の管理者は、当該施設から遺体安置所へ搬送した者のリストを作

成し、掲示する。 
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第 10 章 平時における体制整備 

 

１ 災害に対応するための体制の構築 

大規模災害時に、迅速かつ円滑な医療救護活動が実施できるよう、関係団体・

機関等で構成する組織を設置し、連携・協力体制の構築を図る。 
 

(1) 地域災害医療体制検討委員会 

保健所は、消防・警察・医療機関・市町・医療関係団体等、関係機関からな

る委員会を設置し、災害の予防活動、また災害発生時における協力体制を整え

る。 
 
(2) 災害拠点病院連絡協議会・ＤＭＡＴ部会 

県は、医療救護活動が迅速かつ適切に実施できるよう、災害拠点病院連絡協

議会及び DMAT 部会を設置し、平時から災害医療において中心的役割を果た

す災害拠点病院相互の連携・協力体制の確立を図る。 
 
２ 訓練の実施 

(1) 県・市町における訓練 

県および市町は、災害発生時に医療機関等と連携を図り、医療救護活動が速

やかに実施できるよう訓練を行う。訓練実施後は結果を振り返り、取りまとめ

ることで課題を明らかし、必要に応じて体制の見直しを行うなど、訓練の成果

を反映させる。 
 
(2) 医療機関等における訓練 

災害拠点病院をはじめとする医療機関や、医師会等関係団体においては、県・

市町等が実施する訓練への参加や独自の訓練を実施するなど、災害時における

迅速な初動体制を確立し、円滑な医療救護活動を実施する体制を構築する。 
 
(3) 情報通信訓練 

県、医療機関及び関係団体は、広域災害救急医療情報システム（EMIS）や
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衛星電話などの情報通信手段を災害時にスムーズに使用するために、利用方法

や運用に習熟するとともに、定期的に訓練を行う。 
 

３ 業務継続計画の作成 

医療機関は、大規模災害時にその機能を停止せずに診療を継続できるよう、

業務継続計画(BCP)を作成し、災害時においても診療体制への影響を最小化す

ることに努める。 
 
４ 人材の育成 

県は、厚生労働省や関西広域連合等と連携・協力し、災害医療コーディネー

ターや DMAT 隊員など、災害医療における中心的役割を担う人材の育成・確

保に努める。 
 
５ 県民の啓発 

 県および医療関係団体は、平時から災害時における取るべき行動や準備（例

えば、「避難の際にはお薬手帳や普段服用している薬を忘れずに携行する」等）

について、県民に対する積極的な啓発に努める。 
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滋賀県広域災害時における医療救護活動指針 

に基づくアクションカード 

 

 医療救護活動が円滑に行われるよう、指針の各章に記された事項を実施する

ため、関係する団体・機関の役割ごとに、求められる具体的な行動について記

載したアクションカードを作成する。各章ごとに関係すると考えられる団体・

機関は下記のとおりである。 

 

第 1 章 滋賀県の災害医療体制 

県災害医療本部（本部・地方本部） 

災害医療コーディネーター（本部・地域） 

県健康医療課 

 

第 2 章 情報収集と伝達 

 県災害医療本部（本部・地方本部） 

災害医療コーディネーター（本部・地域） 

県健康医療課 

保健所 

 

第 3 章 災害医療派遣チーム（DMAT）の活動 

 県災害医療本部（本部・地方本部） 

 災害拠点病院 

DMAT（DMAT チーム、県調整本部、活動拠点本部） 

 消防本部 

県健康医療課 

 

第 4 章 医療救護班の活動 

 県災害医療本部（本部・地方本部） 

 災害医療コーディネーター（本部・地域） 

 災害時における医療救護活動に関する協定締結団体 
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 医療救護班派遣元医療機関 

 医療救護班 

県健康医療課 

 

第 5 章 医療機関の活動 

 県災害医療本部（本部・地方本部） 

 災害医療コーディネーター（本部・地域） 

 被災地域の医療機関 

 被災地域外の医療機関 

 

第 6 章 緊急搬送 

 医療機関 

 県災害医療本部(本部・地方本部) 

 消防本部(緊急消防援助隊を含む) 

 民間協力会社等 

 ヘリコプター運航会社・機関 

 自衛隊 

 

第 7 章 医薬品等の供給体制 

 ※ 緊急用医薬品等供給マニュアルで定める 

 

第 8 章 他都道府県との応援・受援活動 

 県災害医療本部(本部・地方本部) 

 災害拠点病院 

 DMAT(チーム、調整本部、活動拠点本部、SCU 調整本部、域外拠点本部) 

 医療救護班派遣元医療機関 

 医療救護班 

消防本部（緊急消防援助隊、防災航空隊を含む） 

県健康医療課 

 



- 42 - 
 

第 9 章 遺体の処理 

 DMAT  

医療救護班 

 警察 

 県医師会 

 県歯科医師会 

 医療機関 

 

第 10 章 平常時からの準備 

 災害時における医療救護活動に関する協定締結団体 

医療機関 

県健康医療課 

保健所 
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滋賀県災害医療体制検討会構成員名簿  平成 26 年 3 月現在 

  
（順不同、敬称略） 

所   属 氏   名 

 
東京大学名誉教授 

ツル虎ノ門外科・リハビリテーション病院長 
前 川 和 彦 

 兵庫県災害医療センター長 中 山 伸 一 

 滋賀医科大学救急集中治療学講座教授 江 口   豊 

 滋賀県病院協会長 廣 瀬 邦 彦 

 滋賀県私立病院協会長 間 嶋   孝 

 
滋賀県災害拠点病院連絡協議会 

（彦根市立病院長） 
金 子 隆 昭 

 滋賀県医師会副会長 越 智 眞 一 

 滋賀県歯科医師会副会長 中 村 彰 彦 

 滋賀県薬剤師会長 増 田   豊 

 滋賀県看護協会長 石 橋 美年子 

 陸上自衛隊第３戦車大隊第３係主任 鈴 木 嵩 大 

 滋賀県消防長会長 丸 山 忠 司 

 滋賀県警察本部警備部警備第二課長 髙 野 義 英 

 滋賀県保健所長会長 寺 尾 敦 史 

 
滋賀県市長会 

（大津市保健所次長） 
秋 山 雅 信 

 
滋賀県町村会 

（竜王町住民福祉主監） 
松 瀬 徳之助 

 



別紙 

アクションカード（災害医療本部・災害医療地方本部）の利用について 

 
１．はじめに 
平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、マグニチュード 9.0 という巨大地震

で、その強い揺れと巨大津波によって甚大な被害が発生しました。 
滋賀県内でも、巨大地震がいつ発生してもおかしくない状況です。県民の生命や生活を

守るために必要な医療救護等活動については、「滋賀県大規模災害時における医療救護活動

指針」を平成２６年１０月に作成しました。 
また、アクションカードを組合せることによって、発災後に迅速かつ適切な医療救護活

動が実施できることを基本として、災害医療本部アクションカードおよび災害医療地方本

部アクションカードを作成しました。 
 
２．アクションカードの構成 
 アクションカードは、組織における災害のフェーズごとに誰が何をすべきかを体系づけ

た構成としています。 
（例）１－１－１                ２－３－１ 
          災害医療本部長              災害医療地方本部長 
          フェーズ 1                フェーズ 3 
          災害医療本部               災害医療地方本部 
災害の規模や発生時の状況によって参集できる職員等は変わってきます。参集できた職

員等で指揮命令系統の確立と役割分担を行い、迅速な医療救護活動を可能にしています。 
時間経過に伴い必要な災害対応は変化します。その都度、組織体制を組み直し、医療救

護活動を中心に関連する他の災害対策活動にも取り組みながら、現実に合った災害対応を

していきます。 
 また、アクションカードは使用する人ごとに色を分けていますので、誰が使用すべきア

クションカードであるかがわかりやすくなっています。 
  体制・災害医療本部長・災害医療地方本部長：オレンジ 
  災害医療本部課長・災害医療地方副本部長：びわ 
  各担当者・各班：ピンク系 
  災害医療コーディネーター本部：黄色系 
 
３．アクションカードの使用 
災害は、夜間や休日に発生することがあります。発生の時間帯に応じたアクションカー

ドを選ぶことで、状況に合ったシンプルな対応が可能となります。 
①災害医療本部長・災害医療地方本部長となった職員は、必要なカードだけを使用し、



活動を指示していきます。 
②指示を受けた職員は、カードに記載されている内容をよく読み、行動してください。 
なお、アクションカードは、圏域ごとに連絡先が異なることから、医師会、警察、消

防等の関係機関の連絡先は記載していないため、必要な連絡先、連絡方法等は、あらか

じめ各所属で確認しておいてください。 
③指示を受けた職員は、カードに記載された内容を実施したら実施済みのチェックをア

クションカードの□に入れてください。すべての項目にチェックが入ったら、アクショ

ンカードを回収担当者に返却してください。 
④災害医療本部長・災害医療地方本部長となった職員は、整理分析された情報を判断材

料として、必要な対策を立案または決定してください。 
 ⑤災害医療本部課長・災害医療地方副本部長となった職員は、災害医療本部長・災害医

療地方本部長となった職員の立案または決定に基づき、その実施を指示してください。 
 ⑥災害医療コーディネーターの登庁場所は、災害医療コーディネーターが属する医療圏

にある災害医療本部・災害医療地方本部を原則とします。 
また、フェーズ２までは災害拠点病院に属する災害医療コーディネーターの医師・看

護師・調整員でチームを組み、概ね２交代制で対応します。 
フェーズ３以降の災害医療本部は、県医師会・県看護協会・県薬剤師会所属の災害医

療コーディネーターを中心とし、災害医療地方本部は、地域医師会所属の災害医療コー

ディネーターを中心として、概ね３交代制で対応します。 
なお、圏域ごとの災害医療コーディネーターの委嘱状況や被災の状況により登庁でき

る災害医療コーディネーターは変わってくることから、状況に応じ災害医療本部・災害

医療地方本部間で調整するものとします。 
 
４．平時における体制整備 
 アクションカードは、災害発生後に取るべき行動を記載したものであり、平時における

体制については、「滋賀県広域災害時のおける医療救護活動指針」第１０章に基づき構築し

ておいてください。 
 
５．地域災害時医療救護活動マニュアル等 
 災害医療地方本部においては、各圏域における関係機関の連絡先や手順の詳細について、

各地域災害時医療救護活動マニュアル等に定めておいてください。 
 
６．その他 
 今回作成したアクションカード（災害医療本部・災害医療地方本部）は、フェーズ 3 の

災害医療コーディネーターの組織体制が明示されていないなど、まだ不十分な部分はあり

ますが、今後、訓練等で検証し、適宜見直していくこととします。 



滋賀県

災害医療本部

アクションカード

平成27年4月



１ 災害医療本部立ち上げ（スイッチオン）

１－１ 初動体制の確立
１－１－１ 災害医療本部長
１－１－１休日 災害医療本部長
１－１－２ 災害医療本部課長
１－１－２休日 災害医療本部課長
１－１－３ 人員確保担当者
１－１－４ 活動場所確保担当者
１－１－５ 通信手段確保担当者
１－１－６ 資器材確保担当者
１－１－７ 医療整備担当者
１－１－７休日 医療整備担当者

１－２ 災害医療本部立ち上げ
１－２－１ 災害医療本部長
１－２－２ 災害医療本部課長
１－２－３ 一般情報班
１－２－４ 医療情報班
１－２－５ 情報記録班
１－２－６ 医療情報入力班
１－２－７ 医薬品調整班
１－２－８－１ 災害医療コーディネーター本部立ち上げ
１－２－８－２ 初動体制の確立、コーディネーター本部立ち上げの基本
１－２－８－２－１ 立ち上げリーダー（統括DMAT）
１－２－８－２－２ ロジスティック係
１－２－８－２－３ クロノロ（継時的記録）係
１－２－８－２－４ 情報収集係
１－２－８－３ 医療コーディネーター本部運営
１－２－８－３－１ 統括係
１－２－８－３－２ 本部運営係
１－２－８－３－３ 情報収集係
１－２－８－３－４ 連絡係
１－２－８－３－５ 本部クロノロ（継時的記録）係

目　　次



１－３ 医療救護体制の見直し（スイッチ切替え）
１－３－１ 災害医療本部長
１－３－２ 災害医療コーディネーター本部のスイッチ切替え

１－４ 医療救護活動の維持

１－５ 医療救護活動の終了



災害医療本部アクションカード 20150424

1

【災害対策本部および災害対策地方本部の設置基準】

(1)災害救助法の適用を必要とする災害が発生したとき

(2)震度６弱以上の地震が発生したとき

【災害医療本部の設置基準】

【災害医療本部の設置場所および組織の構成】

【休日夜間の対応】

本部長およびそれに代わる者がいない場合は、初めに登庁した者
が本部長の代行をする

県本部は、災害医療コーディネーター、県職員、DMAT隊員、医療
関係団体会員で組織し、滋賀県庁危機管理センター(センターが完
成するまでは、本館2階 県議会第三委員会室)に設置する

健康医療福祉部長
健康医療福祉部長が不在の場合、直近上位の者が代行する

(3)気象業務法に基づく、暴風、大雨または洪水、その他の警報が
発せられ、知事が必要と認めたとき

(4)大規模な地震、火事、爆発、水難事故等が発生し、知事が必要
と認めたとき

県内で大規模な災害が発生し、災害対策本部が設置された場合、
災害対策本部内に、健康医療福祉部長を本部長とする災害医療
本部を設置する

災害医療本部立ち上げ
スイッチオン
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災害医療本部アクションカード 20150424

1-1

【災害医療本部立ち上げ準備】

【初動体制組織図】

【アクションカードの交付と返却】

健康医療福祉部長
健康医療福祉部長が不在の場合、直近上位の者が代行する

災害医療本部に必要な人員、活動場所、通信手段、資器材および
必要な情報の確保を指示する

災害が発生した時間帯により、必要なアクションカード（初動）を交
付し、災害医療本部立ち上げの準備をする

アクションカードは本部長が交付し、業務終了後は、本部課長に返
却するものとする

初動体制の確立
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災害医療本部アクションカード 20150424

1-1-1

項目 チェック

【災害発生】
□

□

【情報収集】 被害情報の収集
□

□ 上記情報を取りまとめる

【災害医療本部設置】
□

□ 関係者に医療本部の設置を宣言する

【災害医療本部会議】
□

【人員等確保指示】
□

□

□

１５分以内を目標

危機管理センターが竣工するまでは、県庁本館２階県議
会第三委員会室に活動できる場所を確保する

部内部課長会議(第１回災害医療本部会議)の開催を指示
する

災害対策本部が設置された場合、災害対策本部内に、健
康医療福祉部長を本部長とする災害医療本部を設置を指
示する

災害医療本部に必要な人員、活動場所、通信手段、資器
材の確保を指示する

健康医療福祉部長

災害の覚知（体感、緊急地震速報等）

医療整備担当に該当するアクションカードを手渡す

健康医療福祉部長が不在の場合、直近上位の者が代行する

行　　動　　内　　容

人員確保担当者等を任命し、該当するアクションカードを
手渡す　　初期用

防災危機管理局、テレビ、ラジオ、インターネット、ＥＭＩＳ等
で何が起こったかを確認する

身の安全の確保

負傷者がいれば、手当を指示する

災害医療本部長
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災害医療本部アクションカード 20150424

□

□

□

資器材確保担当者
活動場所確保担当者

また、複数の業務を一人で行う場合もある。

の順に、それぞれの担当者を任命する

通信手段確保担当者

この時点で、十分な人員がいない場合は、人員確保後、そ
れぞれの担当者を任命する

十分な人員がいない場合は
人員確保担当者
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災害医療本部アクションカード（休日夜間） 20150424

1-1-1休日

項目 チェック

【災害発生】
□

□

【情報収集】 被害情報の収集
□

【登庁準備】
□

□

【登庁】
□

【災害医療本部設置】
□

□ 関係者に医療本部の設置を宣言する

【災害医療本部会議】
□

危機管理センターが竣工するまでは、県庁本館２階県議
会第三委員会室に活動できる場所を確保する

部内部課長会議(第１回災害医療本部会議)の開催を指示
する

災害医療本部が立ち上がる事象であれば、自主的に登庁
する

災害医療本部に登庁したことを伝える

災害対策本部が設置された場合、災害対策本部内に、健
康医療福祉部長を本部長とする災害医療本部の設置を指
示する

６０分以内を目標

使用できる通信手段により、県庁（防災危機管理局　無線
統制室０７７－５２８－＊＊＊＊）と連絡を取る

負傷者がいれば、手当を指示する

テレビ、ラジオ、インターネット、ＥＭＩＳ等で何が起こったか
を確認する

健康医療福祉部長
健康医療福祉部長が不在の場合、直近上位の者が代行する

行　　動　　内　　容

災害の覚知（体感、緊急地震速報等）
身の安全の確保

災害医療本部長
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災害医療本部アクションカード（休日夜間） 20150424

【人員等確保指示】
□

□

□

□

□

□

の順に、それぞれの担当者を任命する

また、複数の業務を一人で行う場合もある。

十分な人員がいない場合は
人員確保担当者
通信手段確保担当者
資器材確保担当者
活動場所確保担当者

災害医療本部に必要な人員、活動場所、通信手段、資器
材の確保を指示する

人員確保担当者等を任命する（該当するアクションカード
および上記担当用のアクションカードを手渡す）　初期用

医療整備担当に該当するアクションカードを手渡す

この時点で、十分な人員がいない場合は、人員確保後、そ
れぞれの担当者を任命する
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災害医療本部アクションカード 20150424

1-1-2

項目 チェック

【災害発生】
□

□

【情報収集】 被害情報の収集
□

□ 上記情報を取りまとめる

【状況報告および確認】
□

【状況確認および業務割り振り】
□

□

□

活動が終了した初動体制のアクションカードを回収する

災害医療本部の人員が不足する場合は、他部署に応援を
要請する

人員・活動場所等の確保状況を本部長に報告する

災害対策本部および災害対策地方本部の設置基準に該
当するかの確認

健康医療課長
健康医療課長が不在の場合、直近上位の者が代行する

行　　動　　内　　容

災害の覚知（体感、緊急地震速報等）
身の安全の確保

負傷者がいれば、手当を指示する

防災危機管理局、テレビ、ラジオ、インターネット、ＥＭＩＳ等
で何が起こったかを確認する

１０分以内を目標

３０分以内を目標

災害医療本部課長

11/50



災害医療本部アクションカード（休日夜間） 20150424

1-1-2休日

項目 チェック

【災害発生】
□

□

【情報収集】 被害情報の収集
□

【登庁準備】
□

□

【登庁】
□

【状況報告および確認】
□

【状況確認および業務割り振り】
□

□

人員・活動場所等の確保状況を本部長に報告する

災害医療本部の人員が不足する場合は、他部署に応援を
要請する

負傷者がいれば、手当を指示する

テレビ、ラジオ、インターネット、ＥＭＩＳ等で何が起こったか
を確認する

災害医療地方本部が立ち上がる事象であれば、自主的に
登庁する

災害医療地方本部に登庁したことを伝える

災害対策本部および災害対策地方本部の設置基準に該
当するかの確認

使用できる通信手段により、県庁（防災危機管理局　無線
統制室０７７－５２８－＊＊＊＊）と連絡を取る

６０分以内を目標

９０分以内を目標

健康医療課長
健康医療課長が不在の場合、直近上位の者が代行する

行　　動　　内　　容

災害の覚知（体感、緊急地震速報等）
身の安全の確保

災害医療本部課長
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災害医療本部アクションカード 20150424

1-1-3 初動

項目 チェック

【人員確保】
□

□

□

□

□

【報告】
□

□ アクションカードを本部課長（健康医療課長）に返却する

本部長から、このアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

集めた人員に本部長からアクションカードをもらうよう指示
する

行　　動　　内　　容

できるだけ多くの人員を集める（１０人以上）

実施状況を本部課長（健康医療課長）に報告する

活動場所確保担当者（２～３人）

通信手段確保担当者（２～３人）

資器材確保担当者（５～６人）

人員確保担当者
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災害医療本部アクションカード 20150424

1-1-4 初動

項目 チェック

【活動場所の確認】
□

□

□ 第三委員会室のカギは、議会事務局に取りに行く

□

【報告】
□ 実施状況を本部課長（健康医療課長）に報告する

□

危機管理センターが竣工するまでは、県庁本館２階県議
会第三委員会室に設置する

部屋に入り、必要な資器材が設置できるよう散乱している
ものを除去する

本部長から、このアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

災害医療本部を設置するための場所を確保する

アクションカードを本部課長（健康医療課長）に返却する

活動場所確保担当者
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災害医療本部アクションカード 20150424

1-1-5 初動

項目 チェック

【使用できる通信手段の確認】
□

【衛星電話の設置】
□

□ （アンテナは、窓の外に設置のこと）

□ 利用できる電話等の番号を大きく示すこと

【報告】
□ 実施状況を本部課長（健康医療課長）に報告する

□

固定電話、インターネット回線、ＦＡＸ、携帯電話の利用の
有無を確認する

本部長から、このアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

県庁本館２階県議会第三委員会室に衛星電話を設置する

アクションカードを本部課長（健康医療課長）に返却する

通信手段確保担当者
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災害医療本部アクションカード 20150424

1-1-6 初動

項目 チェック

【活動場所の確認、資器材の搬入】
□

□
□ 地図
□ テレビ
□ 無線機
□ ラジオ
□ パソコン
□ プリンター
□ プロジェクター
□ スクリーン
□ 延長コード
□
□ 養生テープ

等

【報告】
□ 実施状況を本部課長（健康医療課長）に報告する

□

本部長から、このアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

災害医療本部（県庁本館２階県議会第三委員会室）に搬
入する

ホワイトボード、マーカー

懐中電灯

アクションカードを本部課長（健康医療課長）に返却する

資器材確保担当者

16/50



災害医療本部アクションカード 20150424

1-1-7 初動

項目 チェック

【使用できる通信手段の確認】
□

【待機要請、登庁要請】
□

□ 災害医療コーディネーターおよびＤＭＡＴの登庁を要請する
徒歩圏内の

□ 大津赤十字病院
□ 大津市民病院
□ 滋賀医科大学附属病院
□ 県医師会
□ 医薬品確保のため薬剤師会

【モード切替え】
□

□

【地方との連絡】
□

【報告】
□

□

各健康福祉事務所（保健所）に災害医療本部を設置したこ
とを連絡し、県災害対策地方本部内に県災害医療地方本
部の設置を確認する

本部長から、このアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

固定電話、インターネット回線、ＦＡＸ、携帯電話の利用の
有無を確認する

使用できる通信手段により、各ＤＭＡＴ指定病院にＤＭＡＴ
の待機要請を行う

インターネットが利用できる場合は、ＥＭＩＳを災害モードに
切り替える

メーリングリストにより各病院にＥＭＩＳ入力の要請を行う

実施状況を本部課長（健康医療課長）に報告する

アクションカードを本部課長（健康医療課長）に返却する

医療整備担当者
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【経過記録】
□

いつ、だれから（連絡先）、だれに、どうした、記録者
これまでの経過をホワイトボードに時系列で記載する
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災害医療本部アクションカード（休日夜間） 20150424

1-1-7休日 初動

項目 チェック

【災害発生】
□

□

【情報収集】 被害情報の収集
□

【使用できる通信手段の確認】
□

□

【待機要請、登庁要請】
□

□ 災害医療コーディネーターおよびＤＭＡＴの登庁を要請する
徒歩圏内の

□ 大津赤十字病院
□ 大津市民病院
□ 滋賀医科大学附属病院
□ 県医師会
□ 医薬品確保のため薬剤師会

【モード切替え】
□

□ メーリングリストにより各病院にＥＭＩＳ入力の要請を行う

負傷者がいれば、手当を指示する

インターネットが利用できる場合は、ＥＭＩＳを災害モードに
切り替える

使用できる通信手段により、各ＤＭＡＴ指定病院にＤＭＡＴ
の待機要請を行う

テレビ、ラジオ、インターネット、ＥＭＩＳ等で何が起こったか
を確認する

固定電話、インターネット回線、ＦＡＸ、携帯電話の利用の
有無を確認する

使用できる通信手段により、県庁（防災危機管理局　無線
統制室０７７－５２８－＊＊＊）と連絡を取る

本部長から、このアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

災害の覚知（体感、緊急地震速報等）
身の安全の確保

医療整備担当者
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災害医療本部アクションカード（休日夜間） 20150424

【登庁準備】
□

【登庁】
□

【地方との連絡】
□

【報告】
□

□

【経過記録】
□

いつ、だれから（連絡先）、だれに、どうした、記録者

実施状況を本部課長（健康医療課長）に報告する

アクションカードを本部課長（健康医療課長）に返却する

各健康福祉事務所（保健所）に災害医療本部を設置したこ
とを連絡し、県災害対策地方本部内に県災害医療地方本
部の設置を確認する

これまでの経過をホワイトボードに時系列で記載する

被災状況を確認しながら、登庁する

災害対策医療本部に登庁したことを伝える
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1-2

【災害医療本部の業務】

①県災害対策本部および地方本部との連絡調整

⑤医薬品、医療用ガス等の調達、搬送に関する調整

⑥傷病者の搬送先、搬送手段およびルートの確保に関する調整

⑦航空搬送拠点臨時医療施設（SCU）の設置運営に関する調整

【災害医療本部組織図】

健康医療福祉部長
健康医療福祉部長が不在の場合、直近上位の者が代行する

③災害対策本部を通じた消防、警察、自衛隊等関係機関との連絡
調整

④県外の行政機関、医療機関との医療救護にかかる応援、受援に
関する調整

②医療機関、医療関係団体等との医療救護活動に関する連絡調整

災害医療本部立ち上げ

災害医療コー

ディネーター本

部組織について

は1-2-8-3参照
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【アクションカードの交付】

災害が発生した時間帯により、必要なアクションカード（班）を交付
し、災害医療本部立ち上げる

22/50
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1-2-1

項目 チェック

【状況確認および業務割り振り】
□

□ 一般情報班

□ 医療情報班

□ 医療情報入力班

（ＥＭＩＳ入力確認、代行入力）（医療整備担当）

□ 情報記録班
入手した情報をホワイトボード等に記録する

□ 医薬品調整班

□

【災害医療本部会議】
□

□ 部内の被害状況把握

□ 役割分担の確認と情報収集・対応指示

□

本部課長等から人員確保等の状況を確認し、業務を割り
振る（該当するアクションカードを手渡す）　　班用

健康医療福祉部長
健康医療福祉部長が不在の場合、直近上位の者が代行する

行　　動　　内　　容

被災地域の道路状況等医療以外の情報収集および災害
対策本部を通じた消防、警察、自衛隊等関係機関との連

３０分以内を目標

各病院の被災状況の確認、応援・受援の必要性の確認等
の医療ニーズの把握

医療機関の被災状況の医療情報入力班

医薬品、医療用ガス等の調達、搬送に関する（薬務感染症
対策課員）

災害医療本部の人員が不足する場合は、他部署に応援を
要請する

第１回災害医療本部会議を開催する

２時間以内の第２回本部会議の招集決定( 県職員以外を
含む)

災害医療本部長
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【災害医療コーディネーター登庁】
□

□

□

□

□ ＤＭＡＴ調整本部を併せて設置する

□ 資器材、レイアウトの変更も可能

□

【災害医療本部会議】
□

□ 保健所等地方機関、付属機関の被災状況の確認

□ 保健所等、市町からの応援依頼の内容の精査

□

第２回災害医療本部会議を開催する

厚生労働省、近隣府県への応援依頼

随時、災害医療コーディネーター、本部課長と協議し、災
害対策本部に状況報告する

災害医療コーディネーターとともにＤＭＡＴ隊員が災害医療
本部に登庁した場合、各班の業務をＤＭＡＴ隊員に交代さ
せるものとする

災害医療本部の人員が不足する場合は、他部署に応援を
要請する

カウンターパートに連絡

２時間以内を目標

災害医療コーディネーターに災害医療コーディネーター本
部に関するアクションカードを手渡す
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1-2-2

項目 チェック

【協議および報告】
□

【状況確認および人員確保】
□ 最新情報を入手する

□

【状況確認および人員確保】
□ 最新情報を入手する

□

□ 交代要員を確保する

災害医療本部の人員が不足する場合は、他部署に応援を
要請する

健康医療課長
健康医療課長が不在の場合、直近上位の者が代行する

行　　動　　内　　容

災害医療本部の人員が不足する場合は、他部署に応援を
要請する

３時間以内を目標

６時間以内を目標

１２時間以内を目標

災害医療コーディネーターと協議し、必要に応じ、災害対
策本部を通じ消防、警察、自衛隊等関係機関に判断内容
を連絡

災害医療本部課長
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1-2-3 班

項目 チェック

【情報収集】
□

□ 道路状況
□ 通信手段の確保状況
□ 電気、水道等のライフラインの状況
□ その他

【患者等搬送ルートの確認】
□

【地方本部の状況確認】
□

【消防等との情報共有】
□

【報告】
□

本部長から、このアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

被災地域から、診療可能な病院への患者等の搬送ルート
を確認する

各地方本部の被災の状況および災害対応業務の実施の
可否を確認する

災害対策本部を通じた消防、警察、自衛隊等関係機関と
の連絡調整する

使用できる通信手段により、被災地域の下記の情報を収
集する

実施状況を本部課長（健康医療課長）に報告する

一般情報班
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【情報の更新】
□

□ 道路状況
□ 通信手段の確保状況
□ 電気、水道等のライフラインの状況
□ その他

【地方本部の状況確認】
□

【救護所・避難所の確認】
□ 各市町の救護所、避難所の設置状況を確認する

【応援要請】
□

□

【情報更新】
□

【宿泊情報】
□ ＤＭＡＴ等の宿泊施設情報の入手および提供

【情報更新】
□ 各種情報の更新

各種情報の更新

使用できる通信手段により、被災地域の下記の情報を収
集する

各地方本部の災害対応業務を確認する

陸路の被災が大きい場合は、船舶による湖上搬送も検討
する

移動手段がない場合は、バス協会やタクシー協会に要請
する

３時間以内を目標

６時間以内を目標

１２時間以内を目標
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1-2-4 班

項目 チェック

【情報収集】
□

□
□

【県外の医療情報】
□

【報告】
□

【情報の更新】
□

【県外の医療情報】
□ 県外ＤＭＡＴの受入情報を確認する（ＤＭＡＴ事務局）

□

【情報の更新】
□

【情報の更新】
□ 各病院の被災状況、応援・受援の必要性の確認等をする

本部長から、このアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

県外の行政機関、医療機関、厚生労働省との医療救護に
かかる応援、受援に関する情報収集

各病院の被災状況、応援・受援の必要性の確認等をする

使用できる通信手段により、被災地域の下記の情報を収
集する
各病院の被災状況、応援・受援の必要性の確認等をする

各病院の被災状況、応援・受援の必要性の確認等をする

救護班（日本赤十字、都道府県、ＪＭＡＴ、大学病院、国立
病院機構等）の受入情報を確認する

医大、彦根、高島についてはＳＣＵ展開の可否も確認する

３時間以内を目標

６時間以内を目標

１２時間以内を目標

実施状況を本部課長（健康医療課長）に報告する

医療情報班
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1-2-5 班

項目 チェック

【情報記録】
□

□
□ その他の情報も同様に記録する

本部長から、このアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

医療情報班が収集した情報をホワイトボード、地図等に記
録する
医療情報班から本部課長への報告を聞き、記録する

情報記録班
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1-2-6 班

項目 チェック

【情報入力】
□

【情報の更新】
□ 被災病院のＥＭＩＳ代行入力

本部長から、このアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

ホワイトボード等の記録をもとにＥＭＩＳの入力確認または
代行入力を行う

医療情報入力班
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1-2-7 班

項目 チェック

【調整】
□

□

本部長から、このアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

医薬品、医療用ガス等の調達、搬送に関する調整をする

別途定める「緊急用医薬品等供給マニュアル」に基づき調
整する

医薬品調整班
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1-2-8-1

項目 チェック

【設置基準】
□

□

□

【コーディネーター本部要員】
□

□

【設置場所】
□

災害医療コーディネーター

災害医療本部のアクションカードに記載されたところで行う

フェーズ２を過ぎてからは、医師会のコーディネーターを中
心にコーディネーター本部を運営する

このアクションカードの行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

フェーズ1～２のDMAT調整本部として機能させる

災害医療本部の立ち上がりに準じた事態のもと、県担当
者からの要請のもと立ち上げ

災害医療本部の立ち上がりに準じた事態のもと、県担当
者からの要請がなくても準備は、始める

他府県に災害が発生し、滋賀県下のDMAT等の医療班の
派遣が必要となった場合、立ち上げる

フェーズ１～２は、DMAT調整本部を兼務するため、大津地
区のDMATを持つ病院から統括DMAT隊員を中心とした
DMATチームにて設置する。詳細の担当割当ては別途で
決められたものに準ずる。大津地区が被災した場合は、大
津地区以外のDMATを持つ病院から統括DMAT隊員を中
心としたDMATチームにて設置する。詳細の担当割当ては
別途で決められたものに準ずる。

災害医療コーディネーター

本部立ち上げ switch-0n
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1-2-8-2

項目 チェック

【活動】
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

HeLP-SCREAM　の理念で立ち上げる

災害医療コーディネーター

M　（methane）：methaneによる状況評価の繰り返し

Ｃ　（communication　and　cooperation）：電話、衛星電話、
インターネット、EMIS等

E　（equipment）：電源確保、通信確保、ホワイトボード、
PC、プリンター等

A　（assessment）：広域搬送計画、域内搬送計画、ヘリコプ
ター運航、DMAT参集状況等

He（hello）：挨拶、交渉

L　（location）：本部の場所、DMAT待機場所、駐車場等

P　（part）：役割分担、組織図

Ｓ　（safety）：安全の確認、配慮

Ｒ　（report）：各内部外部の関連組織への報告

このアクションカードの行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

参集したDMATチームを中心に行う

初動体制の確立、コーディ

ネーター本部立ち上げの基本
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【立ち上げ組織図】

【アクションカードの交付と返却】

災害が発生した時間帯により、必要なアクションカードを交付し、
コーディネーター本部立ち上げの準備をする

アクションカードは立ち上げリーダーが交付し、業務終了後は、立ち
上げリーダーに返却するものとする
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1-2-8-2-1

項目 チェック

【登庁】
□

□

【立ち上げ準備】
□

□

□

□

□

□ 活動が終了した立ち上げ班のアクションカードを回収する

活動エリアの安全の判断

本部長からこのアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

リーダー宣言

災害医療本部長、その他関連部署担当者、関連機関担当
者と挨拶

本部設営の場所確認

駐車場、その他使える場所の確認

人員が足らない場合は、確保へ

立ち上げの組織図に則って本部メンバーに役割をふり、該
当するアクションカードを手渡す

立ち上げリーダー

（統括ＤＭＡＴ）
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1-2-8-2-2

項目 チェック

□

□

□

□

□

□

□

□

【報告】
□

□

実施状況を立ち上げリーダー（統括ＤＭＡＴ）に報告する

アクションカードを立ち上げリーダー（統括ＤＭＡＴ）に返却
する

組織図、担当者の連絡先の一覧表を作る

外部の組織を含めたDMAT関連の指揮、命令体制（例・図
１）のものを構築する

立ち上げリーダーからこのアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

本部設営のレイアウト

資機材の調達、搬入

【コーディネーター本部設営】

電源確保

衛星電話の設営

インターネット環境設定

PC、プリンター等の作業場の設営

ロジスティック係

36/50



災害医療本部アクションカード 20150424

1-2-8-2-3

項目 チェック

□

□

□

【報告】
□

□

実施状況を立ち上げリーダー（統括ＤＭＡＴ）に報告する

アクションカードを立ち上げリーダー（統括ＤＭＡＴ）に返却
する

ホワイトボード、ライティングシートの準備ができ次第、クロ
ノロの記録を記載し、情報共有体制をとる

立ち上げリーダーからこのアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

【記録の開始】
設営開始と同時に、クロノロの記録開始

まずは、PC、メモだけでもいいからクロノロの記録を始める

クロノロ係
（継時的記録係）
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1-2-8-2-4

項目 チェック

□

□

□

□

□

□

【報告】
□

□

実施状況を立ち上げリーダー（統括ＤＭＡＴ）に報告する

アクションカードを立ち上げリーダー（統括ＤＭＡＴ）に返却
する

道路情報の窓口、担当者確認

その他情報収集の窓口、担当者の確認

本部設営が終わったら、EMISに本部登録をする

警察の窓口、担当者確認

立ち上げリーダーからこのアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

【情報収集】
地域の被災状況の情報先確認、確保へ

消防の窓口、担当者確認

情報収集係
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1-2-8-3

項目 チェック

【設置基準】
□

【活動理念】
□

□

□

□

□

□

□

□

災害医療コーディネーター

T　（transceiver and transport）：各部署との連絡体制、搬
送体制の確立

A　（allocation and another　team）：医療の需要、他医療
機関の状況に応じた配分

HeLP-ＤＭＡＴ　の理念で活動する

He　（hello）：参集DMATの登録

L    (liaison）：他機関現地本部との連携

P　（plan）：作戦の立案と共有

D　（direction）：DMATへの指示、役割付与

このアクションカードの行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

フェーズ１～２は、滋賀県の災害医療コーディネーター本
部と、滋賀県のDMAT調整本部を兼務する

M　（methane）：methaneの理念で被災情報の収集とその
共有

災害医療コーディネーター

本部運営
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【運営組織図】
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1-2-8-3-1

項目 チェック

【組織体制】
□

□

【活動】
□

□

□

□

□

□

□

□

□

状況によって作戦を変更する

地域搬送、広域搬送の計画を必要な場合に立案する

情報係からの情報を定期的に整理して、漏れのないことを
確かめる

定期的に、統括係だけの会議や、全体会議を開き、再評
価を繰り返す

DMATの活動の撤収時期を絶えず考えながら活動する

状況に応じて、連絡係りを通じ、他機関や他部門に適時、
報告、連絡、相談する

DMATチームに活動を指示する

複数の相談できるサブリーダーを指名してもよい

本部長からこのアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

コーディネーター本部全体のリーダー

各医療機関の情報に合わせた作戦を立てる

運営組織図に則ってメンバーに役割をふり、該当するアク
ションカードを手渡す

統括係

41/50



災害医療本部アクションカード 20150424

1-2-8-3-2

項目 チェック

【活動】
□

□

□

□ 医療チーム全体の活動において、資器材の不足がないか
絶えずチェックする

事務物品等の不足が起きないように配慮する

参集してくるDMATチームの受け入れ把握、EMIS登録

統括係からこのアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

本部が滞りなく運営できるように万事に対応する

本部運営係
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1-2-8-3-3

項目 チェック

【活動】
□

□

□

□

□

□

□

□ 行政からの情報収集

域内搬送、広域搬送の情報収集

警察からの定期的な情報収集

消防からの定期的な情報収集

統括係からこのアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

地域の道路情報を把握する

地域の被災状況を把握する

地域の医療機関の被災状況を把握する

地域の医療機関の被災状況を代行入力する

情報収集係
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1-2-8-3-4

項目 チェック

【活動】
□

□

□

□ 情報収集係と連携をとって、必要な情報は伝える

統括係からこのアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

統括係からの依頼を受け、各関係機関と連絡を取る

各DMATチームに、統括係からの支持を伝える

他機関への情報発信は、連絡係を通じて行う

連絡係
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1-2-8-3-5

項目 チェック

【活動】
□

□

統括係からこのアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

ホワイトボードもしくはライティングシートに、時系列に書き
続ける

PCに内容を移し込み、適時、保存とDMAT本部にアップす
る

本部クロノロ係
（継時的記録係）
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1-3

【ＤＭＡＴから医療救護班へ】

【医療救護班の業務】

①医療救護所および避難所への巡回診療

②傷病者に対する応急処置(歯科医療を含む。)

③後方医療施設への転送の要否、および転送順位の決定

④死亡確認と、それに応じた遺体の検案の協力

⑤救護所等における傷病者等に対する調剤、服薬指導

【医療救護班の組織例】

日本赤十字社救護班

日本医師会医療チーム（JMAT：Japan Medical Association Team）

県外から派遣される医療チーム

健康医療福祉部長
健康医療福祉部長が不在の場合、直近上位の者が代行する

発災から７２時間を目途に、ＤＭＡＴから医療救護班にシフトしていく
ものとする

⑥救護所および医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け、
管理

以上のほか、状況に応じて助産や公衆衛生活動等、必要とされる
医療救護活動に協力する

医療救護体制の見直し
スイッチ切替え
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1-3-1

項目 チェック

４日～２週間
【状況確認および人員確保】

□ 最新情報を入手する

□

□ 交代要員を確保する

□ ＤＭＡＴから医療救護班へのシフトしていく

災害医療本部の人員が不足する場合は、他部署に応援を
要請する

健康医療福祉部長
健康医療福祉部長が不在の場合、直近上位の者が代行する

行　　動　　内　　容

災害医療本部長
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1-3-2

項目 チェック

【活動】
□

□

□

□ 新たな組織図のもと、組織を、改編する

リーダーは医師会関係者もしくは地域医療の関係者が望
ましい

災害医療コーディネーター
このアクションカードの行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

フェーズ１～２の医療ニーズがなくなり、DMATが撤収し始
めたならDMAT調整本部の機能を終了する

フェーズ３以降の、地域の復旧、復興に向けての医療ニー
ズに合わせて、スイッチの切替えをする

災害医療コーディネーター

本部のスイッチ切替え
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1-4

【巡回診療の維持】

【救護班】
□

□

健康医療福祉部長
健康医療福祉部長が不在の場合、直近上位の者が代行する

発災から２週間を目途に、診療所医師による診療所、避難所での
医療救護活動にシフトしていくものとする

県内外の医療救護班等の派遣調整

こころのケアチーム等の派遣調整

医療救護活動の維持
スイッチ切替え

災害医療コー

ディネーター本

部組織について

は1-3-2参照
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1-5

【診療所の活用】

ライフラインの復旧状況

避難所数・避難者数

診療できる診療所数

市町の要請

健康医療福祉部長
健康医療福祉部長が不在の場合、直近上位の者が代行する

避難所での医療ニーズの減少により医療救護活動を終了する

参考情報

医療救護活動の終了
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２－１ 初動体制の確立
２－１－１ 災害医療地方本部長
２－１－１休日 災害医療地方本部長
２－１－２ 災害医療地方副本部長
２－１－２休日 災害医療地方副本部長
２－１－３ 調整担当者
２－１－４ 医療対策担当者

２－２ 災害医療地方本部立ち上げ
２－２－１ 災害医療地方本部長
２－２－２ 災害医療地方副本部長
２－２－３ 調整班
２－２－４ 医療対策班
２－２－５－１ 災害医療コーディネーター地方本部立ち上げ
２－２－５－２ 初動体制の確立、コーディネーター地方本部立ち上げの基本
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2

【災害対策本部および災害対策地方本部の設置基準】

(1)災害救助法の適用を必要とする災害が発生したとき

(2)震度６弱以上の地震が発生したとき

【災害医療本部の設置基準】

【災害医療地方本部の設置基準】

【災害医療地方本部の設置場所および組織の構成】

【休日夜間の対応】

本部長およびそれに代わる者がいない場合は、初めに登庁した者
が本部長の代行をする

地方本部は、健康福祉事務所長を本部長として、災害医療コーディ
ネーター、健康福祉事務所（保健所）等の県職員、DMAT隊員、医
療関係団体会員で組織し、各県土木事務所管内の単位で設置さ
れる県災害対策地方本部内に設置する

健康福祉事務所長（保健所長）
健康福祉事務所長が不在の場合、直近上位の者が代行する

(3)気象業務法に基づく、暴風、大雨または洪水、その他の警報が
発せられ、知事が必要と認めたとき

(4)大規模な地震、火事、爆発、水難事故等が発生し、知事が必要
と認めたとき

県内で大規模な災害が発生し、災害対策本部が設置された場合、
災害対策本部内に、健康医療福祉部長を本部長とする災害医療
本部を設置する

災害対策地方本部が設置された場合、災害対策地方本部内に、健
康福祉事務所長を本部長とする災害医療地方本部を設置する

災害医療地方本部立ち上げ
スイッチオン
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【局地災害の対応】

土砂災害、列車事故等限定された地域での災害で、災害対策本部
の設置が必要な場合は、地域防災監に県災害対策本部および災
害対策地方本部の設置を要請する
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2-1

【災害医療地方本部立ち上げ準備】

【初動体制組織図】

【アクションカードの交付と返却】

健康福祉事務所長（保健所長）
健康福祉事務所長が不在の場合、直近上位の者が代行する

災害医療本部に必要な人員、活動場所、通信手段、資器材および
必要な情報の確保を指示する

災害が発生した時間帯により、必要なアクションカード（初動）を交
付し、災害医療本部立ち上げの準備をする

アクションカードは本部長が交付し、業務終了後は、本部長に返却
するものとする

人員が不足する場合は、一人で複数のアクションカードの交付を受
け対応すること。

初動体制の確立
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2-1-1

項目 チェック

【災害発生】
□

□

【情報収集】 被害情報の収集
□

□

□

【災害医療地方本部設置】
□

□ 関係者に医療地方本部の設置を宣言する

【災害医療地方本部会議】
□

【人員確保等指示】
□

□

健康福祉事務所長（保健所長）

災害の覚知（体感、緊急地震速報等）

防災危機管理局、テレビ、ラジオ、インターネット、ＥＭＩＳ等
で何が起こったかを確認する

身の安全の確保

負傷者がいれば、手当を指示する

健康福祉事務所長が不在の場合、直近上位の者が代行する

行　　動　　内　　容

１５分以内を目標

事務所の被災状況を確認する

上記情報を取りまとめる

災害対策地方本部が設置された場合、災害対策地方本部
内に、健康福祉事務所長を本部長とする災害医療地方本
部の設置を指示する

災害医療地方本部に必要な人員、活動場所、通信手段、
資器材の確保および情報収集を指示する

調整担当者、医療対策担当者を任命し、該当するアクショ
ンカードを手渡す　　初動用

所内会議(第１回災害医療地方本部会議)の開催を指示す
る

災害医療地方本部長
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□ 十分な人員がいない場合は、一人で行う場合もある
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災害医療地方本部アクションカード（休日夜間） 20150424

2-1-1休日

項目 チェック

【災害発生】
□

□

【情報収集】 被害情報の収集
□

【登庁準備】
□

□

【登庁】
□

【被災状況確認】
□ 事務所の被災状況を確認する

□ 上記情報を取りまとめる

【災害医療地方本部設置】
□

□ 関係者に医療地方本部の設置を宣言する

使用できる通信手段により、県庁または健康福祉事務所と
連絡を取る

災害医療地方本部が立ち上がる事象であれば、自主的に
登庁する

災害医療地方本部に登庁したことを伝える

健康福祉事務所長（保健所長）
健康福祉事務所長が不在の場合、直近上位の者が代行する

行　　動　　内　　容

災害の覚知（体感、緊急地震速報等）
身の安全の確保

６０分以内を目標

負傷者がいれば、手当を指示する

テレビ、ラジオ、インターネット、ＥＭＩＳ等で何が起こったか
を確認する

災害対策地方本部が設置された場合、災害対策地方本部
内に、健康福祉事務所長を本部長とする災害医療地方本
部の設置を指示する

災害医療地方本部長
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災害医療地方本部アクションカード（休日夜間） 20150424

【災害医療地方本部会議】
□

【人員確保等指示】
□

□

□ 十分な人員がいない場合は、一人で行う場合もある

災害医療地方本部に必要な人員、活動場所、通信手段、
資器材の確保および情報収集を指示する

調整担当者、医療対策担当者を任命し、該当するアクショ
ンカードを手渡す　　初動用

所内会議(第１回災害医療地方本部会議)の開催を指示す
る
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災害医療地方本部アクションカード 20150424

2-1-2

項目 チェック

【災害発生】
□

□

【情報収集】 被害情報の収集
□

□

【報告】
□ 本部長に報告された内容を取りまとめ、県本部に報告する

事務所の被災状況を確認する

負傷者がいれば、手当を指示する

防災危機管理局、テレビ、ラジオ、インターネット、ＥＭＩＳ等
で何が起こったかを確認する

健康副事務所次長または総務担当ＧＬ
不在の場合、直近上位の者が代行する

行　　動　　内　　容

災害の覚知（体感、緊急地震速報等）
身の安全の確保

災害医療地方副本部長
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災害医療地方本部アクションカード（休日夜間） 20150424

2-1-2休日

項目 チェック

【災害発生】
□

□

【情報収集】 被害情報の収集
□

【登庁準備】
□

□

【登庁】
□

【被災状況確認】
□ 事務所の被災状況を確認する

□ 上記情報を取りまとめる

【報告】
□ 本部長に報告された内容を取りまとめ、県本部に報告する

健康副事務所次長または総務担当ＧＬ
不在の場合、直近上位の者が代行する

行　　動　　内　　容

災害の覚知（体感、緊急地震速報等）
身の安全の確保

使用できる通信手段により、県庁または健康福祉事務所と
連絡を取る

災害医療地方本部が立ち上がる事象であれば、自主的に
登庁する

災害医療地方本部に登庁したことを伝える

負傷者がいれば、手当を指示する

テレビ、ラジオ、インターネット、ＥＭＩＳ等で何が起こったか
を確認する

６０分以内を目標

災害医療地方副本部長
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災害医療地方本部アクションカード 20150424

2-1-3 初動

項目 チェック

【人員確保】
□

【使用できる通信手段の確認】
□

【衛星電話の設置】
□

□ （アンテナは、窓の外に設置のこと）

□ 利用できる電話等の番号を大きく示すこと

【活動場所の確認】
□

□

□

【活動場所の確認、資器材の搬入】
□

□
□ 地図
□ テレビ
□ 無線機
□ ラジオ
□ パソコン
□ プリンター

本部長から、このアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

できるだけ多くの人員を集める

固定電話、インターネット回線、ＦＡＸ、携帯電話の利用の
有無を確認する

衛星電話を設置する

各健康福祉事務所で決められた地方本部設置場所に活
動できる場所を確保する

部屋に入り、必要な資器材が設置できるよう散乱している
ものを除去する

災害医療地方本部を設置するための場所を確保する

災害医療地方本部に搬入する

ホワイトボード、マーカー

調整担当者
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災害医療地方本部アクションカード 20150424

□ プロジェクター
□ スクリーン
□ 延長コード
□
□ 養生テープ

等

□

【報告】
□ 実施状況を副本部長（次長、総務ＧＬ）に報告する

□

懐中電灯

アクションカードを本部長に返却する

人員が不足している場合、複数の業務を一人で行う場合も
ある
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災害医療地方本部アクションカード 20150424

2-1-4 初動

項目 チェック

【経過記録】
□

いつ、だれから（連絡先）、だれに、どうした、記録者

【報告】
□

□

本部長から、このアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

アクションカードを本部長に返却する

これまでの経過をホワイトボードに時系列で記載する

経過記録を本部長および副本部長（次長、総務ＧＬ）に報
告する

医療対策担当者
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災害医療地方本部アクションカード 20150424

2-2

【災害医療地方本部の業務】

①災害対策地方本部および県本部との連絡調整

⑤傷病者の搬送先、搬送手段およびルートの確保に関する調整

【災害医療地方本部組織図】

健康福祉事務所長（保健所長）
健康福祉事務所長が不在の場合、直近上位の者が代行する

②管内医療機関、医療関係団体等との医療救護活動に関する連
絡調整

③管内消防本部、警察署等関係機関との連絡調整

④医薬品、医療用ガス等の調達、搬送に関する調整

⑥医療救護班の派遣、受入れ調整等、管内での医療救護活動の
支援、連携

災害医療地方本部立ち上げ

災害医療コーディ

ネーター地方本部

組織については

2-2-8-3参照

15/43



災害医療地方本部アクションカード 20150424

【アクションカードの交付】

災害が発生した時間帯により、必要なアクションカード（班）を交付
し、災害医療地方本部立ち上げる
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災害医療地方本部アクションカード 20150424

2-2-1

項目 チェック

【状況確認および業務割り振り】
□

□ 調整班

□ 医療対策班

□

【災害医療地方本部会議】
□

□ 所内の被害状況把握

□ 役割分担の確認と情報収集・対応指示

□

健康福祉事務所長（保健所長）
健康福祉事務所長が不在の場合、直近上位の者が代行する

行　　動　　内　　容

医薬品、医療用ガス等の調達、搬送に関する（薬務感染症
対策課員）

医療機関の被災状況の医療情報入力班
（ＥＭＩＳ入力確認、代行入力）
入手した情報をホワイトボード等に記録する

２時間以内の第２回本部会議の招集決定( 県職員以外を
含む)

災害医療地方本部の人員が不足する場合は、他部署に応
援を要請する

副本部長等から人員確保等の状況を確認し、業務を割り
振る（該当するアクションカードを手渡す）　　班用

被災地域の道路状況等医療以外の情報収集および災害
対策本部を通じた消防、警察、自衛隊等関係機関との連

管内医療機関、医療関係団体等との医療救護活動に関す
る連絡調整および医療救護班の派遣、受入れ調整等医療
救護活動の支援、連携ならびに管内消防本部、警察署等
関係機関との連絡調整

第１回災害医療地方本部会議を開催する

災害医療地方本部長
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災害医療地方本部アクションカード 20150424

【災害医療コーディネーター登庁】
□

□

□

□ ＤＭＡＴ調整地方本部を併せて設置する

□ 資器材、レイアウトの変更も可能

□

２時間以内を目標
【災害医療地方本部会議】

□

□ 付属機関の被災状況の確認

□ 市町からの応援依頼の内容の精査

□

３時間以内を目標
【協議および報告】

□

６時間以内を目標
【状況確認および人員確保】

□ 最新情報を入手する

□

１２時間以内を目標
【状況確認および人員確保】

随時、災害医療コーディネーター、副本部長と協議し、災
害対策地方本部に状況報告する

災害医療コーディネーターとともにＤＭＡＴ隊員が災害医療
地方本部に登庁した場合、各班の業務をＤＭＡＴ隊員に交
代させるものとする

災害医療地方本部の人員が不足する場合は、他部署に応
援を要請する

災害医療コーディネーターと協議し、必要に応じ、災害対
策地方本部や災害医療本部を通じ消防、警察、自衛隊等
関係機関に判断内容を連絡する

災害医療地方本部の人員が不足する場合は、他部署に応
援を要請する

第２回災害医療地方本部会議を開催する

厚生労働省、近隣府県への応援依頼

災害医療コーディネーターに災害医療コーディネーター地
方本部に関するアクションカードを手渡す
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災害医療地方本部アクションカード 20150424

□ 最新情報を入手する

□

□ 交代要員を確保する

災害医療地方本部の人員が不足する場合は、他部署に応
援を要請する
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災害医療地方本部アクションカード 20150424

2-2-2

項目 チェック

【待機要請、登庁要請】
□

□ 災害医療コーディネーターおよびＤＭＡＴの登庁を要請する
徒歩圏内のコーディネーター、ＤＭＡＴを優先する

【モード切替え】
□

□ メーリングリストにより各病院にＥＭＩＳ入力の要請を行う

【報告】
□ 上記情報を取りまとめ、本部長および県本部に報告する

使用できる通信手段により、各ＤＭＡＴ指定病院にＤＭＡＴ
の待機要請を行う

インターネットが利用できる場合は、ＥＭＩＳを災害モードに
切り替える（県庁や他の健康福祉事務所が行っていない

健康副事務所次長または総務担当ＧＬ
不在の場合、直近上位の者が代行する

行　　動　　内　　容

災害医療地方副本部長
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災害医療地方本部アクションカード 20150424

2-2-3 班

項目 チェック

【情報収集】
□

□ 道路状況
□ 通信手段の確保状況
□ 電気、水道等のライフラインの状況
□ その他

【患者等搬送ルートの確認】
□

□ 応援可能施設から受援施設への移動手段の確認をする

【消防等との情報共有】
□

【報告】
□ 上記情報を取りまとめ、副本部長および県本部に報告する

【情報の更新】
□

□ 道路状況
□ 通信手段の確保状況
□ 電気、水道等のライフラインの状況
□ その他

本部長から、このアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

被災地域から、診療可能な病院への患者等の搬送ルート
を確認する

災害対策地方本部および災害医療本部を通じた消防、警
察、自衛隊等関係機関との連絡調整する

使用できる通信手段により、および災害対策地方本部から
管内の下記の情報を収集する

使用できる通信手段により、および災害対策地方本部から
管内の下記の情報を収集する

３時間以内を目標

調整班
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【救護所・避難所の確認】
□

【応援要請】
□

□

【情報更新】
□

【情報更新】
□ 各種情報の更新

各種情報の更新

陸路の被災が大きい場合は、船舶による湖上搬送も検討
する

移動手段がない場合は、バス協会やタクシー協会に要請
する

管内各市町の救護所、避難所の設置状況を確認する

６時間以内を目標

１２時間以内を目標
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災害医療地方本部アクションカード 20150424

2-2-4 班

項目 チェック

【情報収集】
□

□

□

□ 県本部への医療救護にかかる受援に関する報告

□ 管内各市町の医療ニーズの把握

【情報記録】
□

□
□ その他の情報も同様に記録する

【情報入力】
□

【医薬品調整】
□

□

【報告】
□ 上記情報を取りまとめ、副本部長および県本部に報告する

医薬品、医療用ガス等の調達、搬送に関する調整をする

別途定める「緊急用医薬品等供給マニュアル」に基づき調
整する

本部長から、このアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

使用できる通信手段により、被災地域の下記の情報を収
集する

各病院の被災状況、応援・受援の必要性の確認等をする

収集した情報をホワイトボード、地図等に記録する
班員から副本部長への報告を聞き、記録する

ホワイトボード等の記録をもとにＥＭＩＳの入力確認または
代行入力を行う

必要に応じて、徒歩による調査も行う

医療対策班
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【要請と受入】
□

□ ＤＭＡＴの受入情報確認

□

【情報の更新】
□

【県外の医療情報】
□ 県外ＤＭＡＴの受入情報を確認する（ＤＭＡＴ事務局）

□

【情報の更新】
□ 各病院の被災状況、応援・受援の必要性の確認等をする

救護班（日本赤十字、都道府県、ＪＭＡＴ、大学病院、国立
病院機構等）の受入情報を確認する

１２時間以内を目標

各病院の被災状況、応援・受援の必要性の確認等をする

病院の被災状況の確認、受援の必要性の確認、ＥＭＩＳ入
力の要請等

救護班（日本赤十字、都道府県、ＪＭＡＴ、大学病院、国立
病院機構等）の受入情報確認

３時間以内を目標

６時間以内を目標
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2-2-5-1

項目 チェック

【設置基準】
□

□

□

【コーディネーター本部要員】
□

□

【設置場所】
□ 災害医療地方本部のアクションカードに記載されたところ

で行う

災害医療コーディネーター

他府県に災害が発生し、滋賀県下のDMAT等の医療班の
派遣が必要となった場合、立ち上げる

フェーズ１～２は、DMAT活動拠点本部を兼務するため、当
該地区のDMATを持つ病院から統括DMAT隊員を中心とし
たDMATチームにて設置する。詳細の担当割当ては別途
で決められたものに準ずる。当該地区が被災した場合は、
当該地区以外のDMATを持つ病院から統括DMAT隊員を
中心としたDMATチームにて設置する。詳細の担当割当て
は別途で決められたものに準ずる。

フェーズ２を過ぎてからは、医師会のコーディネーターを中
心にコーディネーター地方本部を運営する

災害医療地方本部の立ち上がりに準じた事態のもと、県
担当者からの要請がなくても準備は、始める

このアクションカードの行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

フェーズ1～２のDMAT調整本部として機能させる

行　　動　　内　　容

災害医療地方本部の立ち上がりに準じた事態のもと、県
担当者からの要請のもと立ち上げ

災害医療コーディネーター

地方本部立ち上げ switch-0n
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2-2-5-2

項目 チェック

【活動】
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

HeLP-SCREAM　の理念で立ち上げる

災害医療コーディネーター

A　（assessment）：広域搬送計画、域内搬送計画、ヘリコプ
ター運航、DMAT参集状況等

M　（methane）：methaneによる状況評価の繰り返し

L　（location）：地方本部の場所、DMAT待機場所、駐車場

P　（part）：役割分担、組織図

Ｓ　（safety）：安全の確認、配慮

Ｃ　（communication　and　cooperation）：電話、衛星電話、
インターネット、EMIS等

Ｒ　（report）：各内部外部の関連組織への報告

E　（equipment）：電源確保、通信確保、ホワイトボード、
PC、プリンター等

He（hello）：挨拶、交渉

このアクションカードの行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

参集したDMATチームを中心に行う

初動体制の確立、コーディネー

ター地方本部立ち上げの基本
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【立ち上げ組織図】

【アクションカードの交付と返却】

災害が発生した時間帯により、必要なアクションカードを交付し、
コーディネーター地方本部立ち上げの準備をする

アクションカードは立ち上げリーダーが交付し、業務終了後は、立ち
上げリーダーに返却するものとする
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2-2-5-2-1

項目 チェック

【登庁】
□

□

【立ち上げ準備】
□

□

□

□

□

□

地方本部長からこのアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

災害医療地方本部長、その他関連部署担当者、関連機関
担当者と挨拶

リーダー宣言

活動が終了した立ち上げ班のアクションカードを回収する

地方本部設営の場所確認

駐車場、その他使える場所の確認

人員が足らない場合は、確保へ

活動エリアの安全の判断

立ち上げの組織図に則って本部メンバーに役割をふり、該
当するアクションカードを手渡す

立ち上げリーダー

（統括ＤＭＡＴ）
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2-2-5-2-2

項目 チェック

□

□

□

□

□

□

□

□

【報告】
□

□

電源確保

立ち上げリーダーからこのアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

【コーディネーター本部設営】
地方本部設営のレイアウト

資機材の調達、搬入

実施状況を立ち上げリーダー（統括ＤＭＡＴ）に報告する

アクションカードを立ち上げリーダー（統括ＤＭＡＴ）に返却
する

衛星電話の設営

インターネット環境設定

PC、プリンター等の作業場の設営

組織図、担当者の連絡先の一覧表を作る

外部の組織を含めたDMAT関連の指揮、命令体制（例・図
１）のものを構築する

ロジスティック係
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2-2-5-2-3

項目 チェック

□

□

□

【報告】
□

□

実施状況を立ち上げリーダー（統括ＤＭＡＴ）に報告する

アクションカードを立ち上げリーダー（統括ＤＭＡＴ）に返却
する

ホワイトボード、ライティングシートの準備ができ次第、クロ
ノロの記録を記載し、情報共有体制をとる

立ち上げリーダーからこのアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

【記録の開始】
設営開始と同時に、クロノロの記録開始

まずは、PC、メモだけでもいいからクロノロの記録を始める

クロノロ係
（継時的記録係）
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2-2-5-2-4

項目 チェック

□

□

□

□

□

□

【報告】
□

□

警察の窓口、担当者確認

立ち上げリーダーからこのアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

【情報収集】
管内の被災状況の情報先確認、確保へ

消防の窓口、担当者確認

実施状況を立ち上げリーダー（統括ＤＭＡＴ）に報告する

アクションカードを立ち上げリーダー（統括ＤＭＡＴ）に返却
する

道路情報の窓口、担当者確認

その他情報収集の窓口、担当者の確認

地方本部設営が終わったら、EMISに本部登録をする

情報収集係
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2-2-5-3

項目 チェック

【設置基準】
□

【活動理念】
□

□

□

□

□

□

□

□

災害医療コーディネーター

T　（transceiver and transport）：各部署との連絡体制、搬
送体制の確立

このアクションカードの行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

フェーズ１～２は、滋賀県の災害医療コーディネーター地
方本部と、滋賀県のDMAT活動拠点本部を兼務する

HeLP-ＤＭＡＴ　の理念で活動する

He　（hello）：参集DMATの登録

L    (liaison）：他機関現地本部との連携

P　（plan）：作戦の立案と共有

D　（direction）：DMATへの指示、役割付与

M　（methane）：methaneの理念で被災情報の収集とその
共有

A　（allocation and another　team）：医療の需要、他医療
機関の状況に応じた配分

災害医療コーディネーター

地方本部運営
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【運営組織図】
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2-2-5-3-1

項目 チェック

【組織体制】
□

□

【活動】
□

□

□

□

□

□

□

□

□

各医療機関の情報に合わせた作戦を立てる

地方本部長からこのアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

コーディネーター地方本部全体のリーダー

複数の相談できるサブリーダーを指名してもよい

運営組織図に則ってメンバーに役割をふり、該当するアク
ションカードを手渡す

DMATの活動の撤収時期を絶えず考えながら活動する

DMATチームに活動を指示する

状況によって作戦を変更する

地域搬送、広域搬送の計画を必要な場合に立案する

状況に応じて、連絡係りを通じ、他機関や他部門に適時、
報告、連絡、相談する

情報係からの情報を定期的に整理して、漏れのないことを
確かめる

定期的に、統括係だけの会議や、全体会議を開き、再評
価を繰り返す

統括係
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2-2-5-3-2

項目 チェック

【活動】
□

□

□

□ 医療チーム全体の活動において、資器材の不足がないか
絶えずチェックする

統括係からこのアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

地方本部が滞りなく運営できるように万事に対応する

事務物品等の不足が起きないように配慮する

参集してくるDMATチームの受け入れ把握、EMIS登録

地方本部運営係

35/43



災害医療地方本部アクションカード 20150424

2-2-5-3-3

項目 チェック

【活動】
□

□

□

□

□

□

□

□

域内搬送、広域搬送の情報収集

警察からの定期的な情報収集

消防からの定期的な情報収集

行政からの情報収集

統括係からこのアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

地域の道路情報を把握する

地域の被災状況を把握する

地域の医療機関の被災状況を把握する

地域の医療機関の被災状況を代行入力する

情報収集係
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2-2-5-3-4

項目 チェック

【活動】
□

□

□

□ 情報収集係と連携をとって、必要な情報は伝える

統括係からこのアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

統括係からの依頼を受け、各関係機関と連絡を取る

各DMATチームに、統括係からの支持を伝える

他機関への情報発信は、連絡係を通じて行う

連絡係
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2-2-5-3-5

項目 チェック

【活動】
□

□

統括係からこのアクションカードをもらい行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

ホワイトボードもしくはライティングシートに、時系列に書き
続ける

PCに内容を移し込み、適時、保存とDMAT地方本部にアッ
プする

地方本部クロノロ係
（継時的記録係）
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2-3

【ＤＭＡＴから医療救護班へ】

【医療救護班の業務】

①医療救護所および避難所への巡回診療

②傷病者に対する応急処置(歯科医療を含む。)

③後方医療施設への転送の要否、および転送順位の決定

④死亡確認と、それに応じた遺体の検案の協力

⑤救護所等における傷病者等に対する調剤、服薬指導

【医療救護班の組織例】

日本赤十字社救護班

日本医師会医療チーム（JMAT：Japan Medical Association Team）

県外から派遣される医療チーム

健康福祉事務所長（保健所長）
健康福祉事務所長が不在の場合、直近上位の者が代行する

発災から７２時間を目途に、ＤＭＡＴから医療救護班にシフトしていく
ものとする

⑥救護所および医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け、
管理

以上のほか、状況に応じて助産や公衆衛生活動等、必要とされる
医療救護活動に協力する

医療救護体制の見直し
スイッチ切替え
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2-3-1

項目 チェック

４日～２週間
【状況確認および人員確保】

□ 最新情報を入手する

□

□ 交代要員を確保する

□ ＤＭＡＴから医療救護班へのシフトしていく

災害医療地方本部の人員が不足する場合は、他部署に応
援を要請する

健康福祉事務所長（保健所長）
健康福祉事務所長が不在の場合、直近上位の者が代行する

行　　動　　内　　容

災害医療地方本部長
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2-3-2

項目 チェック

【活動】
□

□

□

□ 新たな組織図のもと、組織を、改編する

リーダーは医師会関係者もしくは地域医療の関係者が望
ましい

災害医療コーディネーター
このアクションカードの行動内容を確認し、
このアクションカードに基づき行動すること

行　　動　　内　　容

フェーズ１～２の医療ニーズがなくなり、DMATが撤収し始
めたならDMAT調整地方本部の機能を終了する

フェーズ３以降の、地域の復旧、復興に向けての医療ニー
ズに合わせて、スイッチの切替えをする

災害医療コーディネーター

地方本部のスイッチ切替え
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2-4

【巡回診療の維持】

【救護班】
□ 県内外の医療救護班等の派遣調整

□ こころのケアチーム等の派遣調整

健康福祉事務所長（保健所長）
健康福祉事務所長が不在の場合、直近上位の者が代行する

発災から２週間を目途に、診療所医師による診療所、避難所での
医療救護活動にシフトしていくものとする

医療救護活動の維持
スイッチ切替え

災害医療コーディ

ネーター地方本部

組織については

2-3-2参照
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2-5

【診療所の活用】

ライフラインの復旧状況

診療できる診療所数

市町の要請

健康福祉事務所長（保健所長）
健康福祉事務所長が不在の場合、直近上位の者が代行する

避難所での医療ニーズの減少により医療救護活動を終了する

参考情報
避難所数・避難者数

医療救護活動の終了
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